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1. 本事業の実施背景と目的

本事業の実施背景と目的

経済産業省では、内閣官房行政改革推進本部事務局を司令塔としたEBPM（エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。根拠に基づく

政策立案 ）を推進しており、「行政事業レビューシート」作成における成果指標の「品質向上」、「負荷軽減」ならびに省としての「ノウハ

ウ蓄積」をねらいとした「政策立案・効果検証のための成果指標の設定ガイド（初版）」を発行、令和7年度概算要求より各政策担当部

局・課室による利活用を図っている。

併せて、経済産業省では当初予算ベースでおよそ500にのぼる予算要求事業の中でも特に大規模な事業については、開始後の効果

検証に特に重点を置いたEBPMを実施しており、当該事業に係る効果検証シナリオ（事業概要、ロジックモデル、分析モデル等）を順次

公表している。こうした効果検証シナリオを踏まえつつ、事業を進める過程において、検討の前提となった事実や政策を巡る状況変化に応

じてデータの検証等を行いながら、事業の効果を向上させることを目指しているところである。

他方でこれらの取組は、各々の経緯・文脈の中で実施されてきたこともあり、予算編成プロセスにおいて、上記の効果検証シナリオをどの

ようなルールや手法に基づいて作成し、要求内容に反映させるか等について、統一的な「型」（ルール、手法、プロセス等）が定まってい

ないのが現状である。結果として、関係する当事者において以下のような課題が生じている。

予算事業の要求プロセスにおける課題（例）

▶ 政策担当部局・課室（原課）の視点

▶ 予算の必要性・政策効果を説明する際に、どのようなロジック構成で臨めば良いのか一から試行錯誤しなければならず、追加の費用やリソースが必要。
（職員の異動等の考慮も必要）収入、ランニングコスト、キャッシュフロー及びその他の財務的持続可能性の指標に関する商業的に合理的な仮定に
ついてのサポート

▶ 予算事業の進捗や効果を説明する上で、どのような効果検証シナリオや手法が有効か分からない。（複数年度にまたがる事業等）

▶ 会計課の視点

▶ 予算査定において、事業の必要性について原課からどのような説明があれば十分と判断可能なのかについてのルールが不在。（属人化の懸念）

▶ 予算事業実施の条件や事業のモニタリングや効果検証について、何をどこまで求めればよいのかについての判断が難しい。

▶ EBPM推進部局（業務改革課）の視点

▶ 大規模予算事業におけるEBPMの実施について、事業ごとに個別対応を行っており、必ずしも統一的にEBPMの推進が行われていない。（品質の不
均質化）

▶ 結果として、省全体としての大規模予算事業におけるEBPMに係る知見の蓄積が困難。
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1. 本事業の実施背景と目的

本事業の実施背景と目的

このような状況を踏まえ、本事業では以下に挙げる対応等を通し、前述の諸課題の解消を目的とする。

Ⅰ. 予算要求～査定のプロセス・観点や対象事業者数が少ない事業等の効果検証方法に関する国内外事

例調査・仮説作成 (Best Practice Survey) 
P8

Ⅱ. 予算事業の 「必要性 (Pain Point)」の特定、政策手段の最適な 「デザイン」 および 「実施主体、マ

ネジメント」に係る論理的思考のための補助ツール作成
P14

Ⅲ. 大規模予算事業の効果検証シナリオ (事業概要、ロジックモデル、分析モデル等) 作成のためのガイド

ブック作成
P21

Ⅳ. 個別の大規模予算事業へのEBPM伴走支援 P28
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1. 本事業の実施背景と目的

本事業の全体像

Ⅱ. 予算事業の 「必要性 (Pain Point)」の特定、政策手
段の最適な 「デザイン」 および 「実施主体、マネジメント」
に係る論理的思考のための補助ツール作成

I. 予算要求～査定のプロセス・観点や対象事業者数が少ない事業等の効果検証方法に関する国内外事例調査・仮説作成
(Best Practice Survey) 

◼ 経済産業省の現状・課題の整理を踏まえた国内事例調査

◼ 同様に米国・英国の海外事例調査

◼ 経済産業省として目指すべき大きな方向性への初期仮説の提示

ｃ

◼ Point

① 経済産業省の課題認識をピンポイントに調査

② 会計・予算査定の優良事例を重視

③ サンプル数の少ない事業の効果検証事例を重視

◼ 「補助ツール（アイディアブック）」をQA方式で作成

◼ 上記、初期仮説を踏まえる

◼ 「政策立案・効果検証のための成果指標の設定ガイド」

及びその9分類を踏まえる

◼ Point

① 原課の予算要求時、会計課の査定時の両面を想定

② 事業分類ごとの特殊性を踏まえる

③ ロジカルシンキングの思考回路の言語化が重要

ｃ
Ⅲ. 大規模予算事業の効果検証シナリオ (事業概要、ロ

ジックモデル、分析モデル等) 作成のためのガイドブッ
ク作成

◼ 大規模事業の分野、類型化

◼ 類型ごとのEBPM手法の分析・整理

◼ ガイドブックの作成

◼ RIETI、原課ヒアリングの実施

◼ Point

① 経済産業省EBPMの品質の均質化に貢献

② ツール提供など可能な限り原課の事務負担を軽減

③ 事業類型化とツールの整合性に留意

Ⅳ. 個別の大規模予算
事業へのEBPM
伴走支援

◼ 個別事業の伴走支援

◼ 情報収集のための会議

同席

◼ 複数事業間の整合性、

品質向上の点からアド

バイス

◼ Point

① EBPM型づくりの情
報収集に力点

② 補助ツール及びガイ
ドブックへのフィード
バックを重視

③ 経済産業省EBPM
の品質の均質化に
留意

▶ 業務内容の全体像及び進め方は以下の通り。

▶ 業務内容Ⅰ～Ⅳ別にWGチームを組成し、相互に連携を図りながら、同時並行で効率的に業務を推進した。
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8月/下 9月/上 下 10月/上 下 11月/上 下 12月/上 下 1月 2月

メルクマールイベント

定例ミーティング ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★★

Ⅰ.国内外事例調査

/仮説作成

Ⅱ.予算事業の補助ツールの

作成

Ⅲ.効果検証シナリオ

作成のための

ガイドブック作成

Ⅳ.個別事業の

伴走支援

Ⅴ.プロジェクト管理

Ⅵ.調査報告書作成

海外書面調査

1. 本事業の実施背景と目的

事業のスケジュール

国内調査
（書面調査）調査先

選定・
調査項目

検討

ドラフト作成
更新・修正

海外ヒアリング調査

最終版
作成

目次構成
問い項目検討

回答案作成
ドラフト版作成・更新

目次構成
事業類型検討

ドラフト版作成
①全体共通パート

②研究開発事業パート
③設備投資支援パート

④統計的因果推論パート

ドラフト版
更新・修正

とりまとめ
仮説作成

会計課
擦り合わせ

RIETI・原課
ヒアリング

国内フォローアップ

海外フォローアップ

定例ミーティングを8-10月は週1回、11月以降は隔週1回実施

最終版
作成

最終版
作成

最終報告★

個別伴走支援

▶ 本事業は令和6年8月16日～令和7年2月28日の期間において、下記のスケジュールに基づき実施した。

とりまとめ・仮説作成

整合性確認

反映 反映

反映 反映

反映反映

反映

反映



2.事業内容
Ⅰ.予算要求～査定のプロセス・観点や対象事業者数が少ない事業等の効果検証方法

に関する国内外事例調査・仮説作成 (Best Practice Survey)
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貴省の課題認識の
整理

調査対象・項目の
検討

調査
初期仮説の

構築

• 予算事業の要求プロセスに

おける課題の洗い出し

• 課題を踏まえた国内外の

調査対象の詳細化

• デスクトップ調査

• ヒアリング調査

• 知見の整理を踏まえた初期

仮説の構築

実施事項

調査のステップ

2.事業内容

Ⅰ. 予算要求～査定のプロセス・観点や対象事業者数が少ない事業等の効果検証方法に

関する国内外事例調査・仮説作成 (Best Practice Survey)

業務の全体像

業務目的

• 本事業の主題に係る経済産業省の現状・課題についての認識を整理し、経済産業省と合意形成を図ったうえで、国内外における有用な参照事例調査先の
候補をリストアップし、経済産業省との合意の上で調査を行う。

▶ 事例調査から得られた知見を整理の上で、経済産業省として目指すべき大きな方向性について初期仮説の提示を行う。

調査項目

• 予算要求に至るプロセスや予算要求時に求める検討事項及び査定に当たっての観点

• 取るべき政策手段（法令、予算、税制等）の選定方法

• 補助対象事業者数が少ない事業や確実性が高くない事業 (研究開発事業等) 等の事前・実施中・事後の効果検証方法、検討タイミング及び (モ
ニタリングのための) 収集データ

• 事業途中の変更管理、「終期」プラン (Exit Plan)

• EBPM実施のための人材・組織運営体制
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実施主体 手法 対象 概要

国土交通省
費用便益分析
（B／C）

インフラ事業等
✓ 事業の効率的かつ効果的な遂行のため、新規事業採択時評価、再評価、事後評価の各段

階において、社会・経済的な側面から事業の妥当性を評価し、併せて、評価を通じて担当部
局においてより効果的な事業執行を促すことを企図

内閣府
VFM (Value 
for Money)

PFI事業
✓ PFIの事業実施判断に用いられるVFMは、支払い (Money) に対して最も価値の高いサービ

ス (Value) を供給するという考え方であり、従来の方式と比べてPFIの方が総事業費をどれだ
け削減できるかを示す割合

文部科学省
社会的インパクト
評価

運営費交付金の
うちミッション戦略
実現分

✓ 第４期中期目標期間の運営費交付金のうちミッション戦略実現分について、英国の大学研究
評価である (REF) にならった社会的インパクト評価を実施し、その評価結果に基づいて第５
期中期目標期間の配分額を決定する方針を提示

2.事業内容

Ⅰ. 予算要求～査定のプロセス・観点や対象事業者数が少ない事業等の効果検証方法に

関する国内外事例調査・仮説作成 (Best Practice Survey)

調査対象

調査手法

▶ 経済産業省の現状および課題認識を踏まえ、国内事例のデスクトップ調査を実施した。

▶ 経済産業省として目指すべき大きな方向性についての仮説、示唆を得ることを目的とし、「効果検証手法」や「評価の実施タイミング」、「マニュアル・ツール類の整理状
況」等について情報収集を行った。

▶ 調査により得られた仮説、示唆については、「大規模予算事業の効果検証シナリオ (事業概要、ロジックモデル、分析モデル等) 作成のためのガイドブック」に反映を
行った。

国内事例調査

国内事例調査報告書の作成

▶ 国内事例調査から得られた知見を整理の上で、経済産業省として目指すべき大きな方向性について初期仮説をまとめた「国内事例調査報告書」を作成 (別添1)

調査先選定

▶ 予算が大規模になるもののやサンプルサイズが⼩さい事業を対象に、効果検証手法を有しているものを調査対象候補とした。

▶ 業務改革課と協議の上、調査対象候補のうち、経済産業省が実施する事業に応用可能と考えられる事例を調査対象として選定した。
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有識者への意見聴取の実施

▶ 海外事例調査の実施に向けて、海外のEBPM事例について豊富な知見を有する独立行政法人経済産業研究所（RIETI）コンサルティングフェローにヒアリン
グを実施し、海外におけるEBPMの動向、および本業務における適切な調査先・調査項目について助言を得た。

調査方法

▶ P9の調査項目について、英国、米国における動向を書面調査を行った。

▶ 調査項目の中で、書面調査においては依然不明な点や、さらなる深掘り調査が必要な点等を整理し、英国・米国の政府機関にヒアリング調査を実施することと
した。

書面調査の実施

▶ 英国・米国におけるEBPM・政策評価に関する資料について、書面調査を実施した。（以下調査対象資料一覧）

2.事業内容

Ⅰ. 予算要求～査定のプロセス・観点や対象事業者数が少ない事業等の効果検証方法に

関する国内外事例調査・仮説作成 (Best Practice Survey)

海外事例調査

国名 資料名 作成元 リンク

英国 The Green Book 財務省
The Green Book: appraisal and evaluation in central government - 
GOV.UK(www.gov.uk)

英国 Guide to developing The Programme Business Case 財務省 Guide to developing the Programme Business Case(publishing.service.gov.uk)

英国 Guide to developing The Project Business Case 財務省 Guide to developing the Project Business Case (publishing.service.gov.uk)

英国 The Magenta Book 財務省 The Magenta Book - GOV.UK(www.gov.uk)

英国
Treasury Approvals Process for projects and 
programmes

財務省
Treasury Approvals Process for projects and programmes - 
GOV.UK(www.gov.uk) 

米国 Learning Agenda 商務省
U.S. Department of Commerce Learning Agenda 2022 – 2026, companion to 
Strategic Plan(www.commerce.gov)

米国 Annual Performance Plan and Report 商務省
U.S. Department of Commerce - Annual Performance Plan and Report FY 
2022-2024(www.commerce.gov)

米国 Annual Evaluation Plan 商務省
U.S. Department of Commerce Fiscal Year 2025 Evaluation 
Plan(www.commerce.gov)

米国
CIRCULAR NO. A–11 PREPARATION, SUBMISSION, 
AND EXECUTION OF THE BUDGET 

大統領府

行政管理予算局

CIRCULAR NO. A–11 PREPARATION, SUBMISSION, AND EXECUTION OF 
THE BUDGET(bidenwhitehouse.archives.gov)

https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-government/the-green-book-2020
https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-government/the-green-book-2020
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6644948aae748c43d3793bb9/Programme_Business_Case_2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/66449468ae748c43d3793bb8/Project_Business_Case_2018.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/the-magenta-book
https://www.gov.uk/government/publications/treasury-approvals-process-for-programmes-and-projects
https://www.gov.uk/government/publications/treasury-approvals-process-for-programmes-and-projects
https://www.commerce.gov/sites/default/files/2022-03/DOC-Learning-Agenda-2022%E2%80%932026.pdf
https://www.commerce.gov/sites/default/files/2022-03/DOC-Learning-Agenda-2022%E2%80%932026.pdf
https://www.commerce.gov/sites/default/files/2023-04/DOC-FY22-24-APPR-Final.pdf
https://www.commerce.gov/sites/default/files/2023-04/DOC-FY22-24-APPR-Final.pdf
https://www.commerce.gov/sites/default/files/2024-03/FY25-Evaluation-Plan.pdf
https://www.commerce.gov/sites/default/files/2024-03/FY25-Evaluation-Plan.pdf
https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/06/a11.pdf
https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/06/a11.pdf
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ヒアリング調査先選定の考え方

▶ 経済産業省と協議の上、経済産業省が実施する「研究開発事業」や「設備投資支援事業」のように、補助対象事業者数が少ない事業や確実性が高くない
事業を実施している、英国、米国の政府機関をヒアリング調査先に選定した。

▶ またEBPMにかかる体系的な情報を得るため、英国政府各省に政策評価についての助言を行う「Evaluation Task Force (ETF)」についても、ヒアリング調査
先に選定した。

2.事業内容

Ⅰ. 予算要求～査定のプロセス・観点や対象事業者数が少ない事業等の効果検証方法に

関する国内外事例調査・仮説作成 (Best Practice Survey)

海外事例調査

国名 ヒアリング実施先 調査先選定の理由

英国
Evaluation Task Force (ETF)
政策評価タスクフォース

①歳出決定に資するため各省の歳出計画の根拠となるエビデンスと評価計
画について財務省歳出チーム (Spending Teams) に助言と支援を提供
する、②各省における頑健なインパクト評価の設計・実施に対して助言と支
援を提供する、という重要な役割を果たしている。

英国
Department for Business and Trade (DBT)
ビジネス・通商省 産業政策にかかわっており、日本の経済産業省に相当する。大規模な支出

プログラム（設備投資や研究開発）を運用しており、本事業における経済
産業省の「型」づくりにも参考になると考えられる。英国

Department for Science, Innovation and Technology (DSIT)
科学・イノベーション・技術省

米国
Department of Commerce (DOC)
商務省

米国「CHIPSおよび科学法」において、半導体関連の設備投資に関する多
額の支出プログラムを執行している。
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ヒアリングの実施

▶ 調査先として選定した米国・英国の政府機関に対し、WEB会議によりヒアリングを実施した。

▶ デスクトップ調査においては依然不明な点や、さらなる深掘り調査が必要な点について、経済産業省と協議の上質問項目を設定し、インタビュー形式でヒアリング
を実施した。

国名 ヒアリング実施先
ヒアリング日時
（日本時間）

英国
Evaluation Task Force (ETF)
政策評価タスクフォース

2024年11月 5日 (火) 18:00～18:45

英国
Department for Business and Trade (DBT)
ビジネス・通商省

2024年11月 7日 (木) 18:00～19:00

英国
Department for Science, Innovation and Technology (DSIT)
科学・イノベーション・技術省

2024年12月12日 (木) 18:00～19:00

米国
Department of Commerce (DOC)
商務省

2024年12月 5日 (木) 22:00～23:00

2.事業内容

Ⅰ. 予算要求～査定のプロセス・観点や対象事業者数が少ない事業等の効果検証方法に

関する国内外事例調査・仮説作成 (Best Practice Survey)

海外事例調査

海外事例調査報告書の作成

▶ 海外事例デスクトップ調査およびヒアリング調査から得られた知見を整理の上で、経済産業省として目指すべき大きな方向性について初期仮説をまとめた「海外事例
調査報告書」を作成した。(別添2)



2.事業内容
Ⅱ.予算事業の「必要性 (Pain Point)」の特定、政策手段の最適な「デザイン」および

「実施主体、マネジメント」に係る論理的思考のための補助ツール作成
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2.事業内容

Ⅱ.予算事業の「必要性 (Pain Point)」の特定、政策手段の最適な「デザイン」および

「実施主体、マネジメント」に係る論理的思考のための補助ツール作成

事業概要

▶ 本業務では、「Ⅰ.予算要求～査定のプロセス・観点や対象事業者数が少ない事業等の効果検証方法に関する国内外事例調査・仮説作成（Best Practice 
Survey）」の調査結果等も踏まえ、経済産業省の予算要求プロセスにおいて、政策担当部局・課室（原課）が「当該事業の必要性」、「政策手段の妥当性」、な
らびに「最適な事業の実施主体、マネジメントのあり方」等を企画立案する際、また会計課の査定官が当該事業の実施について比較考量を行う際に参考となるような、
予算事業企画におけるロジカルシンキング（論理的思考）のための「補助ツール（アイディアブック）」の作成を行う。

▶ 具体的には、予算査定における当該事業の企画内容の妥当性判断に係る「問い」に対し、政策担当部局・課室（原課）が説明責任を果たすことが可能となるよう
ロジック組立の補助を行う。また同ツールを手掛かりにして、会計課が査定を行うことを想定する。

▶ 「問い」に対しロジカルシンキング（論理的思考）に基づき適切な「回答」（説明）を行えるよう、「補助ツール（アイディアブック）」では各「問い」に対する「回答」
（説明）の考え方を、一問一答形式等で取りまとめる。

予算査定における問い（例）：

1. 解決したい課題設定は適切か? （課題の大もとを解決しようとしているか?）

2. 解決に必要な超えるべきボトルネックはどこか? そのポイントは急所(Pain Point)を押さえているか? 

3. 解決するための手段は適切か? 

• 補助金による設備投資や委託費による実証は、最適解か? 

• 他の政策ツール（税、法令等）と比較し、予算事業が最適だと判断する根拠は何か? （政策ツール間比較）

4. 手段をどのくらいの規模・期間で講じるべきか? （どういう根拠で予算額、事業期間を判断したのか? 

• 要求事業の途中で環境変化（研究開発事業における国際競争力の変化等）があった場合、どのように対応するのか?（プラン“B”の議論）

• 民間事業者による自走化等、行政事業としてどのように終わらせるのか? （「終期」ないしは「出口」プラン）

5. 誰が実施するのか? （実施主体は最高のパフォーマンスを示せる者か?）

6. やった結果が正しかったかどうか、フィードバックループを回せるか? （EBPMができるよう、予め的確な仕込みができているか?）

• どのようにデータ収集を行い、事業をモニタリングするのか?（公募要領への反映、独法等の執行機関からのデータ収集方法等

業務の全体像
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2.事業内容

Ⅱ.予算事業の「必要性 (Pain Point)」の特定、政策手段の最適な「デザイン」および

「実施主体、マネジメント」に係る論理的思考のための補助ツール作成

現状の把握

▶ 作業実施にあたり、省内予算編成のプロセスおよび課題について会計課からヒアリングを行った。また会計課が作成した予算要求にかかる省内研修資料や、原課が作
成した予算要求資料のサンプルを入手し、現状の把握を行った。

▶ 上記ヒアリングや資料確認により、経済産業省の予算・編成プロセスにかかる課題、及び補助ツール (アイディアブック) が必要となった背景・理由として、下記の通り整
理した。

「補助ツール（アイディアブック）」の位置づけの設定

以上より、本業務において作成する「補助ツール（アイディアブック）」の位置づけを、下記のとおり設定した。

• 事業開始後は行政事業レビューシート等によりモニタリングが実施されるものの、予算要求段階においては事業
の詳細が確定していないこと等を理由に政策意義や政策手段、政策リソース等の確認が不十分となっている。

• 「予算要求」→「事業開始段階」→「事業実施中」→「事業完了後」という政策のPDCAサイクルを回すために
も、予算要求段階における政策形成に係るロジックの組み立てについて強化する必要がある。

政策のPDCAサイクル
がうまく回っていない

各所属の予算要求内容
の説明や会計課による
省内査定に“バラツキ”

が見られる

• 予算要求にあたり原課が「事業概要説明資料」を作成することになるが、記載・説明内容にバラツキが見られる。
また、会計課職員による省内査定も「属人的」な対応になっていると懸念される。

• 予算要求段階において説明すべき視点・査定すべき視点を明確にして、それぞれの担当者の説明・査定レベルの
均質化を図る必要がある。

アイディアブックが必要となった背景・理由

• 「予算要求・省内査定」プロセスにおいて使用することを想定

• 予算に係る説明責任を果たすことが可能となるような「ロジック組み立て」の補助ツール である。

• 具体的には、予算要求のやり取りで使われる「事業概要説明資料」の作成やチェックに活用することができる。

アイディアブックの位置づけ

作成の進め方
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2.事業内容

Ⅱ.予算事業の「必要性 (Pain Point)」の特定、政策手段の最適な「デザイン」および

「実施主体、マネジメント」に係る論理的思考のための補助ツール作成

予算要求段階において担当者が考慮すべき重要な視点の設定/視点別 ロジックモデルの解説の検討

▶ 予算要求段階における「政策手段と目的の論理的なつながり（ロジックモデル）」を強化するために、予算要求・査定に当たってそれぞれの担当者が考慮すべき重要
な視点について、「①政府介入の妥当性」「②アウトカムの妥当性」「③事業内容の妥当性」「④事業リスクへの対応の妥当性」の4点として整理を行った。

▶ 「予算要求段階において担当者が考慮すべき重要な視点」①～④ごとに、ロジックモデル（政策手段と目的の論理的なつながり）を形成する上で留意すべき点を解
説した。

①政府介入の妥当性：政府が介入する必要性について、事業が目指す目的や解決すべき課題を踏まえて説明できているか？
②アウトカムの妥当性：目標指標（アウトカム）の設定は妥当か？

③事業内容の妥当性：アウトカムを向上させる手段としていくつかのオプションが提示され、その具体的な執行主体・実施手段・政策リ
ソース・期間・出口プラン等が検討されているか？

④事業リスクへの対応の妥当性：事業開始後に事業リスクが発現した場合の対応方法が検討されているか？

予算要求段階において担当者が考慮すべき重要な視点

事業の
前提

事業の
内容

事業
リスク

①政府介入の
妥当性

②アウトカムの
妥当性

③事業内容の
妥当性

④事業リスクへの
対応の妥当性

解決すべき課題
(ボトルネック)

インプット
(経営資源)

アクティビティ
(具体的活動)

アウトプット
(活動結果)

アウトカム
(成果)

事業目的
(こうありたい姿)

政府介入
が必要

政策手段と目的の論理的なつながり（ロジックモデル）

ロジックモデルを
強化するための重要な視点

作成の進め方
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2.事業内容

Ⅱ.予算事業の「必要性 (Pain Point)」の特定、政策手段の最適な「デザイン」および

「実施主体、マネジメント」に係る論理的思考のための補助ツール作成

(参考)海外調査事例 英国Green Bookにおける「5つのケースモデル」

▶ 英国Green Bookにおいては、予算要求に当たっての事前評価時に、各府省が「ビジネス・ケース (いわば予算要求書)」を策定することとされている。検討が必要な
観点を「5つのケースモデル (戦略的・経済的・商業的・財務的・経営的)」として整理し、普遍的な思考の枠組みを提供している。

▶ 前頁の「予算要求における重要な視点」は本事例も参考にしている。

戦略的側面

• 介入の合理性を含め、変化のためのケースは何であるか？

• 現状はどうなっているのか？

• 何をしなければならないか？

• どのような結果が期待されるか？

• これらは、より広範な政府の政策および目標とどのように適合するか？

経済的側面

• Business As Usual (検討中の提案を実施せずに継続) と比較して、介入の社会に対する正味の価値 (社会的価値) は何か？

• どのようなリスクと費用があり、それらをどのように管理するのが最適か？

• どの代替案が社会にとって最適な純価値を反映するか？

商業的側面
• 現実的で信頼できる商取引ができるか？

• 誰がどのようなリスクを管理するか？

財務的側面 • 資本と収益の両方の総費用の観点から、提案が公共部門の予算に与える影響は何か？

経営的側面 • 現実的で強固な整備計画があるか？提案はどのように実現できるか？

英国Green Bookにおける「5つのケースモデル」
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2.事業内容

Ⅱ.予算事業の「必要性 (Pain Point)」の特定、政策手段の最適な「デザイン」および

「実施主体、マネジメント」に係る論理的思考のための補助ツール作成

予算要求において具体的に求める説明の検討

▶ 経済産業省における現行の事業概要説明資料や、国内外事例調査、各種文献・資料を参考に、予算査定における当該事業の企画内容の妥当性判断に係る
「問い」の検討を行った。

▶ 「予算要求段階において担当者が考慮すべき重要な視点」ごとに、現状の省内予算編成・査定における課題（As-Is）を整理し、それを「問い」として、予算に係る
説明責任を果たすために必要な具体的説明（To-Be）を回答として解説する、一問一答形式で作成した。

▶ 予算要求資料作成時に担当者が参照しやすいようにするため、図表を用いながら簡潔な説明となるよう留意した。

予算要求段階において
担当者が考慮すべき重要な視点

現行の課題

• ①政府介入の妥当性
• 政策介入を行う意義、および国費・公金を投入する必要性を十分に説明できていない。

• 事業の課題や目的の記載に課題が見られる。

• ②アウトカムの妥当性
• 成果指標（アウトカム指標）の設定に課題が見られる。

• 指標の根拠データに係るルールがない。

• ③事業内容の妥当性

• アウトカムと活動内容との関係が不明確

• 政策オプションが提示されていない

• 事業の出口プランを踏まえた詳細スキームや実施期間が十分に検討されていない

• 執行体制について十分に検討できていない

• 費用対効果の視点が十分に検討できていない

• 予算要求する活動内容を選択した理由が不明確

• ④事業リスクへの対応の妥当性 • 事業途中で環境変化があった場合にどのように対応するかが不明確

「予算要求・省内査定のためのアイディアブック」の作成

▶ 以上の検討結果を、「予算要求・省内査定のためのアイディアブック」として取りまとめた。
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2.事業内容

Ⅱ.予算事業の「必要性 (Pain Point)」の特定、政策手段の最適な「デザイン」および

「実施主体、マネジメント」に係る論理的思考のための補助ツール作成

事業概要説明資料（ひな型）の改訂

▶ 現行の事業概要説明資料は、自由記載様式となっているため、作成する担当者によって予算要求に係る説明内容や視点についてバラつきが見られる。

▶ また、事業目的および課題、その他政策オプションの選択理由等について、定性的・抽象的な説明が散見された。

▶ 以上の課題を解消するため、アイディアブックにおいて説明している「予算要求段階において担当者が考慮すべき重要な視点」について、ロジックモデルの思考を持って
説明できるように、予算要求に係る「事業概要説明資料」の様式改訂を行った。

▶ 様式改訂にあたっては、下記の目的を念頭に置き、検討を行った。

⚫ 4つの視点別に記載欄を分けることで、必要な内容を、可能な限り定量的・具体的に漏れなく説明することが可能となる

⚫ 本アイディアブックで示した「チェックポイント」を様式の欄外に記載しておくことで予算要求担当者・査定担当者の確認ポイントの共通化を図る



2.事業内容
Ⅲ.大規模予算事業の効果検証シナリオ (事業概要、ロジックモデル、分析モデル等) 作成の

ためのガイドブック作成
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2.事業内容

Ⅲ.大規模予算事業の効果検証シナリオ (事業概要、ロジックモデル、分析モデル等)

作成のためのガイドブック作成

事業概要

▶ 経済産業省ではこれまでに大規模予算事業におけるEBPM取組事例として「グリーンイノベーション基金事業」 (研究開発事業)、「先端半導体の製造基盤整備」
(生産設備投資支援事業) の2例を実施しており、それぞれ下記のような手法により数量的な評価を実施している。

► 「グリーンイノベーション基金事業」 (研究開発事業)：

基金にて組成されたプロジェクト毎のVRIO分析に基づく「国際競争力」 (短期及び中期アウトカム) の評価、および「成功率」と「普及率」等に基づく「事
業の目的・経済波及効果」に係る「期待値」の推計

► 「先端半導体の製造基盤整備」 (生産設備投資支援事業)：

「1.直接評価モデル (税収への直接的なインパクト (建設事業を通じた税収効果・雇用効果、対象事業者を通じた税収効果・雇用効果))」、「2.産業
連関分析 (周辺地域・産業への波及効果)」および「3.CGE モデル (半導体の安定供給・国内産業の競争力)」の３つの経済モデルを用い、アウトカム
の経済フローを通じて経済効果がどのように波及するかについての数量的な評価をそれぞれ実施している。

▶ 本事業ではこれらの事例に加え、今年度新たに取組む大規模予算事業におけるEBPM実施事例や「Ⅰ.予算の要求～査定のプロセス・観点や対象事業者数が少
ない事業等の効果検証方法に関する国内外事例調査・仮説作成 (Best Practice Survey)」における調査結果等をインプットとしつつ、事業の分野・類型 (研
究開発事業、設備投資支援事業等) 毎のEBPM手法の分析・整理、および今後新たに大規模予算事業のEBPMに取組むためのマニュアル・ガイドを作成する。

▶ 上記先行事例の分析・整理に際しては、各事業におけるロジックモデル、「基本方針」や「実施方針」等の関連文書、委託成果物等の文書を分析し、必要に応じて
原課ヒアリングを行いながら、将来取組む他の事業へ横展開可能な要素を洗い出す。

▶ 洗い出された横展開の対象となる各要素は、下記の要素を含む「大規模予算事業の政策立案・効果検証のためのEBPMの『型』ガイドブック (仮称)」としてとりまと
める。

ガイドブックに必要な要素：

• 大規模予算事業におけるEBPM実施プロセス

• 大規模予算事業における効果検証シナリオの設計 (リサーチデザイン) 方法 (分析モデル、分析手法の類型とその選定方法および
可能であれば分析支援のためのツール類、外部委託する場合のノウハウ等を含む)

• ロジックモデル作成方法及び作成に当たっての留意事項

• KPI設定方法ならびにその測定方法に関するガイド (データ収集方法を含む)

• ステージゲート評価の反映方法 (研究開発事業の場合)

業務の全体像
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2.事業内容

Ⅲ.大規模予算事業の効果検証シナリオ (事業概要、ロジックモデル、分析モデル等)

作成のためのガイドブック作成

作成の進め方

ガイドブックの位置づけ

▶ 本業務において作成する成果品は、経済産業省内での大規模予算事業の効果検証シナリオ (事業概要、ロジックモデル、分析モデル等) 作成における「実務ガイド
ブック」であることを認識し、特に大規模予算事業の効果検証シナリオ作成を行う政策担当課室担当者が受け入れ可能な内容となるよう意識しながら作成を行った。

▶ なお作成にあたっては、本ガイドブックのユーザーとなる経済産業省各課との擦り合わせを重視し、実務での適用可能性を重視して業務を進めた。

ガイドブックの構成

▶ ガイドブックの構成および盛り込むべき内容について、大規模予算事業におけるEBPMの共通的な項目を「総論」編、事業類型および分析手法ごとの解説を行った
「各論」編として、構成した。

▶ 上記構成内各ページの項目、内容および順序等について、経済産業省と擦り合わせを重ねながら検討を行い、「大規模予算事業の政策立案・効果検証のための
EBPMの「型」ガイドブック」として取りまとめた。

事業類型および分析手法の「型」の検討

▶ 大規模予算事業におけるEBPMの実施にあたっての事業類型の「型」について、「政策分野の特性」により事業の分類を行った。

▶ 「①研究開発型」「②大規模設備投資等」「N数の多い (例:対象事業者が多い) 事業」の3類型に分類し、それぞれの事業におけるロジックモデルや成果指標の例
を示すことにより、政策担当課室の担当者にとって実践的な内容とした。

▶ また各事業分類の効果検証において必要な分析手法の「型」として、「確率計算」「経済波及効果推計」「統計的因果推論」を選定し、効果検証の実践に向けて必
要な内容を盛り込んだ。

Ⅰ.はじめに
1.EBPMとは
2.大規模予算事業EBPMにおける経済産業省の取組み
3.ガイドブックの対象となる事業

Ⅱ.大規模予算事業におけるEBPM
1.EBPMの４つのフェーズ
2.効果検証のスケジュール／ステップ
（参考）実際のスケジュール（補正予算の例）

① 事業開始段階
（１）ロジックモデルの作成
（２）成果指標の設定
（３）分析手法の検討
（４）効果検証シナリオの公表

② 事業実施中 事業類型ごとのモニタリングのタイミング
③ 事業終了後 事業終了後の見直し

3.大規模予算事業EBPMにおけるステークホルダーの役割

Ⅲ.事業類型別ロジックモデル・成果指標
1.研究開発型
2.大型設備投資等
3.N数の多い事業

Ⅳ.分析手法
1.確率計算
2.経済波及効果推計
3.統計的因果推論

【事業類型・分析手法毎の各論】

【前提・総論】ガイドブックの構成
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大規模事業のEBPMに関する総論パートについて

▶ 本パートにおいては、大規模予算事業のEBPMに関する基本的な事項を説明した。なお本ガイドブックの対象となる大規模予算事業は、経済産業省と協議の上、下
記の通り定めた。

効果検証のスケジュール／ステップ

▶ 大規模予算事業において、「事業開始段階」「事業実施中」「事業終了後」の各フェーズにおける効果検証のスケジュール／ステップを示した。また、それぞれのステップ
の実践において必要な情報を、具体的な実例を交えながら説明した。

2.事業内容

Ⅲ.大規模予算事業の効果検証シナリオ (事業概要、ロジックモデル、分析モデル等)

作成のためのガイドブック作成

大規模事業のEBPMに関する総論

対象は主に下記要素を有する大規模予算事業であるが、その時々の政治・経済・社会等の情勢を踏まえて大臣官房にて候補を選定の上、
各政策担当課室と協議を行い決定する

• 予算規模の大きなもの • 政府全体あるいは国民の関心が高いもの

• 限られた数の事業者に対し、多額の補助金・交付金等が支給されるもの • 政策の効果についてある程度は見通せるものの、その確度が必ずしも高くないもの

• 政策の手段 (政策ツール) が複数考えられ、その選択についての検証が求められるもの

本ガイドブックの対象となる事業

事業効果
の測定

改善

事業終了後

ロジックモデル
の作成

成果指標
の設定

分析手法
の検討

事業開始段階 (公募開始前)

効果検証
シナリオの
策定・公表

事業実施中

事業効果の
事前推計

モニタリング 見直し

事業類型・分析手法毎の各論 (事業類型別ロジックモデル・成果指標)

▶ 「①研究開発型」「②大規模設備投資等」「N数の多い (例:対象事業者が多い) 事業」の3類型ごとの、ロジックモデルの作成および成果指標の設定について、具
体的な事例を用いて作成方法を示した。

▶ なお成果指標の設定について、アウトカム/インパクトごとに指標例を示し、それぞれの定義および計算式、データソース、収集時期についてガイドを行った。
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確率計算パートについて

▶ 本パートでは、研究開発事業等における精緻なEBPMの実施のために、想定プロジェクト効果に乗じる「プロジェクト成功率」や「普及確率」の計算に向けた実践的
な内容をガイドを行った。

▶ なお確率算出の手法については、既に経済産業省において研究開発事業のEBPMを実施している担当課へのヒアリング実施するとともに、個別伴走支援事業から
のインプットを反映した。

2.事業内容

Ⅲ.大規模予算事業の効果検証シナリオ (事業概要、ロジックモデル、分析モデル等)

作成のためのガイドブック作成

事業類型・分析手法毎の各論 (分析手法・確率計算）

CO2削減効果 プロジェクト成功確率 普及確率 CO2削減効果の期待値✕ ✕ ＝

経済波及効果 プロジェクト成功確率 普及確率 経済波及効果の期待値✕ ✕ ＝

想定プロジェクト効果
既に算定済みのプロジェクト効果を改めて
精査し、必要に応じて修正を加えて利用

プロジェクトの成功率や、技術の普及確率との乖離等、プロジェクト効
果が割り引かれる要素

想定プロジェクト効果を割り引く要素 プロジェクト効果の期待値
割り引く要素が考慮されたプロジェクト
効果の期待値

本パートの対象

成功確率・普及確率の算出について

▶ 成功確率および普及確率の算出について、まず算出に向けたステップを示し、各ステップにおける具体的なアクションや、参照すべきデータを順序だてて説明を行った。

成功確率の算出ステップ 普及確率の算出ステップ

競合プロジェクトの選定ステップ1

VRIO分析の各項目の指標の決定ステップ2

VRIO分析の各指標について情報収集ステップ3

VRIO分析の各指標について検証対象プロジェクトの優位性を評価ステップ4

収集した情報をエクセルツールに入力して普及確率を算出ステップ5

競合プロジェクト数の算定

国際競争力の算出

普及確率の算出

課題 タスク

検証対象のプロジェクトの開始時点のTRLを評価ステップ1

同じ分野の既存プロジェクトの成功確率を援用する形
で成功確率を算出

ステップ2

タスク
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経済波及効果推計パートについて

▶ 本パートにおいては、大規模設備投資支援事業等における、経済波及効果推計の実施に向けて実践的な内容をガイドを行った。

▶ 本パートの作成にあたっては、大規模設備投資支援事業である特定半導体基金事業における、EBPM伴走支援事業からのインプットを反映した。

経済波及効果推計における経済モデル
▶ 経済波及効果を推計するにあたって、基本的な経済フローに係る枠組み (ロジックモデルに組み込まれる。) を設定し、その中でどのような影響があるかに関してモデ

ル化する (経済モデリング) 必要があり、本ガイドブックにおいては下記の手法を取り上げた。

▶ なお各経済モデルのメリット・デメリットや、最適な手法を選択するための考え方についても説明を行った。

2.事業内容

Ⅲ.大規模予算事業の効果検証シナリオ (事業概要、ロジックモデル、分析モデル等)

作成のためのガイドブック作成

事業類型・分析手法毎の各論 (分析手法・経済波及効果推計）

主な経済モデル

①直接評価モデル • 事業者へのヒアリングや事業計画書・報告書等に基づき、成果を直接推計

②産業連関分析 • 産業連関表を基に、対象となる事業が行われる地域の産業構造および経済波及効果を計測

③ Computable General 

Equilibrium (CGE) モデル
• 産業連関分析の発展形。家計、政府、投資、企業など種々の経済主体の市場を通じての相互作用を分析するモデル

④マクロ経済モデル
• 一国の経済 (家計、企業、政府の経済活動やこれらの相互関係) について、過去の経済指標・データから推計された連立方

程式の体系によって表現したモデル

経済モデルを用いた推計

▶ 経済モデルを用いた経済波及効果の推計について、「予算要求段階」「事業開始段階」「事業実施中」「事業終了後」の各段階で実施すべき内容を示した。

▶ 経済モデルのうち、「直接評価モデル」「産業連関分析」「CGEモデル」について、推計に向けて実践的な内容を掲載した。

▶ 「直接評価モデル」「産業連関分析」について、経済産業省の政策担当課室が自身で推計を実施できる「算出ツール」を作成した。



27

2.事業内容

Ⅲ.大規模予算事業の効果検証シナリオ (事業概要、ロジックモデル、分析モデル等)

作成のためのガイドブック作成

統計的因果推論パートについて

▶ 本パートにおいては、多数の民間企業への補助を行う「ものづくり補助金」のように、補助対象者のサンプル数 (N数) が多い事業において活用が想定される「統計的
因果推論」による分析を実施するための実務的な内容を掲載し、実践的なガイドを行った。

▶ 統計的因果推論において必要な、政策の対象となった集団 (介入群) と政策の対象とならなかった集団 (対照群) の定義や設定のポイント、データの取得方法に
ついての解説資料を作成した。

▶ 事業開始段階における「政策評価の計画」から、事業終了後の「結果の活用」までの効果検証のフロー提示し、統計的因果推論の全体像を理解できるように留意
した。

統計的因果推論による分析手法
▶ 本ガイドブックにおいては、統計的因果推論に分析手法として「差の差分析 (DID)」「回帰不連続デザイン (RDD)」「ランダム化比較試験 (RCT)」を取り扱った。

▶ どの分析手法が適しているか、「サンプル数」や「政策介入の対象を無作為抽出可能か」といった項目をフローチャート形式で確認することにより判断できるよう、「統計
的因果推論の手法選択フロー」を作成した。

▶ 各分析手法のうち経済産業政策において使用される場合が多い「差の差分析 (DID)」「回帰不連続デザイン (RDD)」については、「分析に必要となるデータ(交付
申請データ等を取得できない場合に、外部のデータをどのように使用するか)」を掲載した。なお「差の差分析 (DID)」は経済産業省での活用事例を紹介し、「アウト
カムの設定」「介入群と対象群の設定」「必要なデータの設定」の具体的事例、および政策効果測定をどのように測定しているかのイメージを掲載した。

事業類型・分析手法毎の各論 (分析手法・統計的因果推論）

統計的因果推論の主な手法

(1)差の差分析 (DID)
• 政策介入前後の期間を比較し、介入群と対照群の効果の差を求めることで、因果効果を推定する方法

• 時間による効果の変化を考慮することができるため、政策介入の効果をより正確に評価することができる

• 平行トレンドが成り立っていない場合、傾向スコアマッチングを用いると、より良い分析が可能になる

(2)回帰不連続デザイン (RDD)
• 特定の基準を満たすかどうかで介入を受けるか決まる場合にその介入の効果を評価する方法

• ある政策が特定の境界線を超えた場合にのみ適用される状況で、その政策の効果を評価する

(3)ランダム化比較試験 (RCT)
• 調査対象者を無作為に介入群と対照群に分け、それぞれの群において政策を実施するかしないかによって因果関係を推定する手法
• 無作為に分けることにより、原因と結果の両方に影響を与える外部要因が均等に分散されるため、その外部要因がもたらす原因と結

果の干渉への影響を最⼩限に抑えることができる



2.事業内容
Ⅳ.個別の大規模予算事業へのEBPM伴走支援
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2.事業内容

Ⅳ.個別の大規模予算事業へのEBPM伴走支援

業務目的

• 本事業では大規模予算事業におけるEBPMの「型」 (ルール、手法、プロセス等) づくりを行うが、その「型」が机上の空論とならないようにするためにも個別具体
の事業への伴走を行いつつ、より実効性の高いものへと仕上げることを目標とする。

• 本項ではあくまでもEBPMの「型」づくりに資する (インプットとなる) 情報収集に力点を置く。

• 「型」づくりに資する情報収集は、関連文書の分析のみでは事後的かつ限定的な情報収集に留まるものと考えられるため、可能な限り個別具体の事業における
EBPM検討に係る会議には会計課ならびに業務改革課の立場で同席し、情報収集を行うと同時に必要に応じて複数事業間での整合性確保の観点ないしは
品質向上の観点等からのアドバイスを行う。

業務の全体像
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2.事業内容

Ⅳ.個別の大規模予算事業へのEBPM伴走支援

事業名 事業概要 所管課 会議回数

１
グリーンイノベー
ション基金事業

グリーン成長戦略における重点分野のうち、政策効果が大きく、社会実装までを見据えて長期間
の取組が必要な領域において、NEDOに造成された「グリーンイノベーション基金」により、10年間、
研究開発・実証から社会実装まで継続して支援していく事業

GXグループ
エネルギー・環境イノ
ベーション戦略室

５回

2
バイオものづくり革
命推進事業

未利用資源の収集･原料化、微生物等の改変技術、生産・分離・精製・加工技術、社会実装
に必要な制度や標準化等のバイオものづくりのバリューチェーン構築に必要となる技術開発及び実
証を一貫して支援する事業

商務・サービスグループ
生物化学産業課

４回

3
宇宙戦略基金内
の経済産業省所
管事業部分

民間企業等による宇宙分野の技術開発を複数年度にわたって強力に支援するためJAXAに設
置された「宇宙戦略基金」において、特に緊要性が高い「衛星コンステレーションビジネスの加速
化」「民間ロケットの輸送能力強化」「衛星データ利用ビジネスの促進」に対応するテーマに取り組
む事業

製造産業局
宇宙産業室

９回

伴走支援対象事業

▶ 本業務においては、伴走支援対象事業についてのEBPMに係る会議に同席し、情報収集を実施した。

▶ 伴走支援対象事業は、経済産業省と協議の上決定した。

▶ 各事業のEBPMノウハウを情報収集することにより、他の大規模予算事業に汎用化できるノウハウや各プロジェクトの共通項を整理し、ガイドブックへの反映を行った。

伴走支援に係る実施報告書の作成

▶ 本業務における個別伴走支援結果について取りまとめた「伴走支援に係る実施報告書」を作成した。

伴走支援の実施



2.事業内容
Ⅴ.プロジェクト管理・プロジェクト推進
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2.事業内容

Ⅴ.プロジェクト管理・プロジェクト推進

▶ 本プロジェクトでの検討を進めるにあたり、定例ミーティングを開催（8月～10月までは週１回、11月以降は2週間に1回）し、関係者間の情報共有、To Do事項
の共有を行いながら作業を実施した。

▶ また、各WGにおいて必要に応じて個別ミーティングを実施することで、関係者間の情報共有、意思疎通、合意形成を図りながら調査を実施した。

業務の全体像
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2.事業内容

Ⅴ.プロジェクト管理・プロジェクト推進

日付 主要アジェンダ 経産省出席者 EY出席者

キック
オフ

2024年 8月20日 • 提案書および仕様書案の説明
業務改革課、政策審議室、
総務課、会計課、調査統計
グループ

EY新日本有限
責任監査法人、
EYストラテジー・ア
ンド・コンサルティン
グ、EY税理士法
人

第2回 2024年 8月22日
• 国内、海外事例調査の調査先、調査方法、調査項目
• アイディアブック・ガイドブック作成の進め方

業務改革課、調査統計グ
ループ、RIETI

第3回 2024年 8月28日
• 海外事例調査の有識者ヒアリング項目
• アイディアブック骨子案・確認事項

業務改革課、RIETI

第4回 2024年 9月 5日
• 国内、海外事例調査の調査先
• ガイドブック作成の構成イメージ

業務改革課、会計課、調査
統計グループ、RIETI

第5回 2024年 9月12日 • 海外事例調査の書面調査項目、ヒアリング調査項目 業務改革課、RIETI

第6回 2024年 9月19日 • ガイドブック骨子案および分析手法（VRIO分析）の考え方について
業務改革課、調査統計グ
ループ、RIETI

第7回 2024年 9月26日
• 海外事例調査先への依頼について
• 作成資料についてのコメント、フィードバック

業務改革課、RIETI

第8回 2024年10月 3日
• ガイドブックの構成、位置づけについて
• 国内事例調査結果の中間報告

業務改革課、RIETI

第9回 2024年10月10日
• 海外事例調査の書面調査状況報告
• ガイドブック（研究開発事業）の分析手法について

業務改革課、RIETI

第10回 2024年10月17日
• ガイドブックの構成、内容について
• ガイドブック（研究開発事業）の分析手法について

業務改革課、RIETI

定例ミーティング開催実績①

▶ 定例ミーティングの開催実績は以下のとおり
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2.事業内容

Ⅴ.プロジェクト管理・プロジェクト推進

日付 主要アジェンダ 経産省出席者 EY出席者

第11回 2024年10月24日 • ガイドブックについてコメント、フィードバック
業務改革課、調査統計グ
ループ、RIETI

EY新日本有限
責任監査法人、
EYストラテジー・ア
ンド・コンサルティン
グ、EY税理士法
人

第12回 2024年10月31日
• アイディアブックの進捗状況報告
• ガイドブック更新状況の報告

業務改革課、調査統計グ
ループ、RIETI

第13回 2024年11月14日
• ガイドブックの更新状況報告・意見交換
• 海外事例調査ヒアリング結果の報告

業務改革課、調査統計グ
ループ、RIETI

第14回 2024年11月28日
• アイディアブックの更新状況報告・意見交換
• ガイドブックの更新状況報告・意見交換

業務改革課、調査統計グ
ループ、RIETI

第15回 2024年12月12日
• 海外事例ヒアリング調査の進捗報告
• ガイドブックの更新状況報告・意見交換

業務改革課、調査統計グ
ループ、RIETI

第16回 2024年12月26日
• 海外事例調査報告書についての意見交換
• ガイドブックの更新状況報告・意見交換

業務改革課、調査統計グ
ループ、RIETI

第17回 2025年 1月 9日
• アイディアブックの進捗報告
• ガイドブックの更新状況報告・意見交換

業務改革課、調査統計グ
ループ、RIETI

第18回 2025年 1月23日
• 海外事例調査報告書についての意見交換
• ガイドブックの更新状況報告・意見交換

業務改革課、調査統計グ
ループ、RIETI

第19回 2025年 2月 6日
• ガイドブックの更新状況報告・意見交換
• 最終納品について

業務改革課、調査統計グ
ループ、RIETI

第20回 2025年 2月22日
• 成果物の進捗状況
• 最終納品について

業務改革課、調査統計グ
ループ、RIETI

定例ミーティング開催実績②

▶ 定例ミーティングの開催実績は以下のとおり
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１．調査のまとめ

費用便益
分析

（B/C）

評価のタイミング

➢ 新規事業採択時評価、再評価、事後評価の各段階で活用

➢ 新規事業採択時評価：「 事業を実施する場合（with）」と「事業を実施しない場合（without）」を比較して行い、事
業全体の投資効果を評価。

一定期間の便益額、費用額を算定し、道路整備に伴う費用の増分と、便益の増分を比較

便益の考え方
➢ 「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」の項目（３便益）について、現時点における知見により、十

分な精度で計測が可能でかつ金銭表現が可能

マニュアル ➢ 事業種別ごとにマニュアルを作成しているため、部局ごとに評価軸が変わらず統一の評価が可能

Value for 
Money
（VFM）

効果検証手法

➢ 従来方式とPFI方式のコストと価値をライフサイクルで比較し、どちらがより価値が大きいかを判断することができる。

➢ コストだけではなく、サービスの質や効率性など定性的な要素についても評価する。

➢ 設備投資分野などにおいて、投資した場合としない場合の差額、公共が投資した場合と民間が投資した場合の差額など、
比較をする際の参考となり得る。

評価の実施タイミング
➢ 内部検討段階、導入可能性調査段階、特定事業選定段階、契約段階、事業評価段階と段階的に評価を実施することで、

確からしさを向上させることができる。

マニュアル・ツール類 ➢ VFM簡易算定モデルマニュアルが示されており、内部検討段階において、VFM簡易算定ができる。

社会的
インパクト
評価（※）

効果検証手法

➢ 大学の研究開発等の事業により生じた定量的・定性的な社会的インパクトを評価する。

➢ 評価の対象となる社会的インパクトが例示されており、効果検証の範囲の参考となる。

➢ 定性情報や貨幣換算できない便益に対する評価や、N数の少ない事業の評価の際には、社会的インパクトを自由に記述
させるインパクト・ケーススタディーという書式を用いる点が参考となりうる。

評価の実施タイミング ➢ 次期中期目標期間の予算配分に反映

評価の方法

➢ 34の評価単位（Units of Assessments: UOA）ごとに評価 （UOAの例：工学、薬学、臨床医学）

➢ 4つのメインパネルのガイドの下で行われる評価単位ごとの専門パネルによる評価。専門パネルは上級アカデミックス
タッフ、国際メンバー、および研究ユーザーで構成。

経産省事業に活用可能と考えられる事項は下記のとおりです。B/C・VFMは、国内において主にインフラ系に活用されて
いることが多いため、多様な事業において活用されている海外事例を見ていく必要がある。

※文部科学省の社会的インパクト評価の在り方については詳細が公表されていないため、英国における先行事例であるREFについて記載



➢ 貴省として目指すべき大きな方向性の初期仮説に繋げるため、デスクトップ調査を実施する。

➢ 予算が大規模になるもののやサンプルサイズが⼩さい事業を対象に、効果検証⼿法を有しているものを対象に調査する。

➢ 各省庁で平成29年の 「統計改⾰推進会議 最終とりまとめ」 等を踏まえたEBPMの取組みを推進しているところである
が、本業務のような大規模予算事業の効果測定モデル、また、インパクト評価の流れを受けた 「社会課題の解決にどの
程度貢献できるか︖」 という視点を持って、調査対象を選定した。

調査目的

4

2．調査目的及び調査対象

調査対象

• 国土交通省／費用便益分析（B/C）

• 内閣府／VFM（Value for Money）

• 文部科学省／社会的インパクト評価
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3．調査内容

国土交通省/費用便益分析（B／C）
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◆活用可能と考えられる事項

効果検証手法
➢ 対象としている社会的便益が幅広く、事業効果の及ぶ範囲を検討する際の参考になる。

➢ 金銭換算するため、費用と便益を直接比較することができ、事業の妥当性や効率性の判断材料になる。

評価の
実施タイミング

➢ 新規採択事業（新規事業採択時評価）、採択後一定期間を経過した事業（再評価）、事業終了後一定期間
を経過した事業（事後評価）という評価実施タイミングと評価基準が示されている。

✓ 新規事業採択時評価：「 事業を実施する場合（with）」と「事業を実施しない場合（without）」
を比較して行い、事業全体の投資効果を評価。

✓ 再評価：原則として 「残事業の投資効率性（投資効率性の観点から、事業継続・中止の判断にあ
たっての判断材料 を提供する）」と「事業、全体の投資効率性（事業全体の投資効率性を再評価時
点で見直すことによって、事業の透明性確保、説明責任の達成を図る）」の両者による評価を実施。

マニュアル・
ツール類の整理

➢ 道路事業含め、各事業ごとにおいて費用便益分析を行うためのマニュアルが作成されている。マニュアル
は部局ごとではなく事業種別ごとに作成されており、部局ごとで評価軸が変わることなく統一の評価が可
能となっている。

➢ 各種算定式や原単位が示されており、利用者が比較的簡便に評価できるようになっている。

出典：国土交通省道路局都市局「費用便益分析マニュアル（令和5年12月）」ben-eki_2.pdf (mlit.go.jp)

※国内事例では、対象がインフラ事業に限定されているため、海外事例とあわせて検討することが必要。

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-hyouka/ben-eki_2.pdf
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◆目的・対象・活用状況

目的
➢ 事業の効率的かつ効果的な遂行のため、新規事業採択時評価、再評価、事後評価の各段階において、社会経済的な側面

から事業の妥当性を評価し、併せて、評価を通じて担当部局においてより効果的な事業執行を促すこと

対象

➢ 対象：国土交通省が所管する直轄事業・独立行政法人等施行事業・補助事業等の公共事業のうち、維持・管理に係る事
業、災害復旧に係る事業等を除く全ての事業から、評価方法：道路事業含め、各事業ごとにおいて費用便益分析を行う
ためのマニュアルが作成されている。マニュアルは部局ごとではなく事業種別ごとに作成されており、部局ごとで評価
軸が変わることなく統一の評価が可能となっている。

活用状況

➢ 毎年度個別公共事業評価を実施。各事業を所管する本省内部部局又は外局が、費用対効果分析を行うとともに事業特性
に応じて環境に与える影響や災害発生状況も含め、必要性・効率性・有効性等の観点から総合的に評価を実施している。

➢ 個別公共事業評価における費用便益分析の結果は、以下のように使われる。

➢ 新規事業採択時評価：「 事業を実施する場合（with）」と「事業を実施しない場合（without）」を比較して行い、
事業全体の投資効果を評価。

➢ 再評価：原則として 「残事業の投資効率性（投資効率性の観点から、事業継続・中止の判断にあたっての判断材料 を
提供する）」と「事業、全体の投資効率性（事業全体の投資効率性を再評価時点で見直すことによって、事業の透明
性確保、説明責任の達成を図る）」の両者による評価を実施。

出典：国土交通省道路局都市局「費用便益分析マニュアル（令和5年12月）」ben-eki_2.pdf (mlit.go.jp)

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-hyouka/ben-eki_2.pdf
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◆事業評価の概要

出典：国土交通省道路局都市局「費用便益分析マニュアル（令和5年12月）」ben-eki_2.pdf (mlit.go.jp)

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-hyouka/ben-eki_2.pdf
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◆道路事業・街路事業の例

費用及び便益算出の前提
社会的割引率 ：4%※1
基準年次 ：評価時点
検討年数 ：50 年※2
※１最新の社会経済情勢等を踏まえ、比較のために参考とすべき値を設定してもよい。
※２複数の区間又は箇所が一体となって効果を発揮する道路ネットワークについて、それらをまとめて評価する場合は、事業全体が完成する
までの事業実施期間と耐用年数等により検討年数を設定する。

現在価値の算出

交通流の推計
○交通量
○走行速度
○路線条件

便益の算定
・走行時間短縮便益
・走行経費減少便益
・交通事故減少便益

・道路整備に要する事業費
・道路維持管理に要する費用
・道路構造物の更新に要する費用

便益の現在価値（B） 費用の現在価値（C）

費用便益分析の実施

社
会
的
割
引
率

費用の算定

総便益 総費用

便益の算定

• 道路事業・街路事業における費用便益分析は、道路整備が行われる場合（With）と、行われない場合(Without)のそれぞれについて、一定期間の便益額、
費用額を算定し、道路整備に伴う費用の増分と、便益の増分を比較している。

出典：国土交通省道路局都市局「費用便益分析マニュアル（令和5年12月）」ben-eki_2.pdf (mlit.go.jp)

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-hyouka/ben-eki_2.pdf


10出典：国土交通省関東地方整備局「道路事業における費用対効果分析について（令和5年度第1回関東地方整備局事業評価監視委員会資料）」000862784.pdf（www.ktr.mlit.go.jp）

• 道路整備の効果としては、渋滞の緩和や交通事故の減少の他、「走行快適性の向上」、「沿道環境の改善」、「災害時の代替路確保」、
「交流機会の拡大」、「新規立地に伴う生産増加や雇用・所得の増大」等、多岐多様に渡る効果が存在するが、それらのうち、現時点
における知見により、十分な精度で計測が可能でかつ金銭表現が可能である、「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減
少」の項目（３便益）について、便益を費用便益分析マニュアルに基づき算出している。

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000862784.pdf
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走行時間短縮便益

走行時間
短縮便益

（道路整備無の走行時間の価値）ー（道路整備有の走行時間
の価値）

総走行時間
費用

各トリップのリンク別車種別の走行時間に時間価値原単位を
乗じた値をトリップ全体で集計したもの

１

２

３

４

※リンクとは

ネットワークは、ノード（点）とリンク（線）の
集合としてグラフ表現できる。この場合、リンク
は各数値の間をつなぐ線。

◼ 車種別の時間価値原単位は以下の通り、マニュアルにおいて示されている

◼ その他、以下の点を、各事業においてそれぞれ便益の計算に含めるか検討
し計算することとされている。

✓ 休日

✓ 災害等による通行止め

✓ 冬季の交通状況

便益の種類：走行時間短縮便益

出典：国土交通省道路局都市局「費用便益分析マニュアル（令和5年12月）」ben-eki_2.pdf (mlit.go.jp)

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-hyouka/ben-eki_2.pdf
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便益の種類：走行経費減少便益

走行経費減少便益

走行経費
減少便益

（道路整備無の走行経費）ー（道路整備有の走行経費）

※なお、走行経費減少便益は、走行条件が改善されることによる
費用の低下のうち、走行時間に含まれない項目を対象としている。
具体的には、燃料費、油脂（オイル）費、タイヤ・チューブ費、
車両整備（維持・修繕）費、車両償却費等の項目について走行距
離単位当たりで計測した原単位（円／台・㎞）を用いて算定する。

◼ 交通事故損失額算定式は、マニュアルにおいて示されている

◼ その他、以下の点を、各事業においてそれぞれ便益の計算に含めるか検討
し計算することとされている。

✓ 休日

原単価はこの他に平地、山地、
高速・地域高規格に分かれて
いる

出典：国土交通省道路局都市局「費用便益分析マニュアル（令和5年12月）」ben-eki_2.pdf (mlit.go.jp)

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-hyouka/ben-eki_2.pdf
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便益の種類：交通事故減少便益

交通事故減少便益

交通事故
減少便益

（道路整備無の交通事故損失額）ー（道路整備有の交通事故損
失額）

※事故率を基準とした算定式を用いてリンク別の交通事故の社会的損
失を算定し、これを全対象リンクで集計する。交通事故の社会的損失
は、運転者、同乗車、歩行者に関する人的損害額、交通事故により損
壊を受ける車両や構築物に関する
物的損害額及び、事故渋滞による損失額から算定

◼ 交通事故損失額算定式は以下の通り、マニュアルにおいて示されている

出典：国土交通省道路局都市局「費用便益分析マニュアル（令和5年12月）」ben-eki_2.pdf (mlit.go.jp)

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-hyouka/ben-eki_2.pdf
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◆分析例①
一般国道4号
東埼玉道路（八潮～松伏）
関東整備局

• 費用の現在価値算定表
（社会的割引率４％）

出典：国土交通省関東地方整備局「令和6年度第1回関東地方整備局事業評価監視委員会会議資料」令和6年度 第1回 配付資料一覧【PDF】 （www.ktr.mlit.go.jp）

https://www.ktr.mlit.go.jp/shihon/shihon00000259.html


15

一般国道4号
東埼玉道路（八潮～松伏）
関東整備局

• 便益の現在価値算定表
（社会的割引率４％）

出典：国土交通省関東地方整備局「令和6年度第1回関東地方整備局事業評価監視委員会会議資料」令和6年度 第1回 配付資料一覧【PDF】 （www.ktr.mlit.go.jp）

https://www.ktr.mlit.go.jp/shihon/shihon00000259.html
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• 事後評価の理由：再評価（事業採択後5年が経過した時点で継続中の事業）

一般国道4号 東埼玉道路（八潮～ 松伏）（関東整備局）

• 事業の進捗と見込み等（社会情勢等の変化による事業費増加等）を考慮。
例えばこの例では以下の増加を費用に加えて再評価を行っている。

出典：国土交通省関東地方整備局「令和6年度第1回関東地方整備局事業評価監視委員会会議資料」令和6年度 第1回 配付資料一覧【PDF】 （www.ktr.mlit.go.jp）

https://www.ktr.mlit.go.jp/shihon/shihon00000259.html
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一般国道4号 東埼玉道路（八潮～松伏） （関東整備局）

• 再評価に際して行う費用便益分析は、「事業全体の投資効率性」「残事業の投資効率性」の両者による評価を実施。

• 「残事業の投資効率性」の評価にあたっては、再評価時点までに発生した既投資分のコストや既発現便益を考慮せず、事業を継続した場合に追加的に必要と
なる事業費と追加的に発生する便益のみを対象として算出する。

• 感度分析を実施（原則どの事業においても実施する）し、費用便益分析の結果に影響を及ぼす要因について、その要因が変動した場合に費用便益分析結果に
及ぼす影響を把握している。道路事業においては、交通量、事業費、事業期間が3要素として挙げられている。

出典：国土交通省関東地方整備局「令和6年度第1回関東地方整備局事業評価監視委員会会議資料」令和6年度 第1回 配付資料一覧【PDF】 （www.ktr.mlit.go.jp）

https://www.ktr.mlit.go.jp/shihon/shihon00000259.html
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• 各事業ごとに費用便益分析の条件が検討されている。

一般国道4号 東埼玉道路（八潮～松伏） （関東整備局）

出典：国土交通省関東地方整備局「令和6年度第1回関東地方整備局事業評価監視委員会会議資料」令和6年度 第1回 配付資料一覧【PDF】 （www.ktr.mlit.go.jp）

https://www.ktr.mlit.go.jp/shihon/shihon00000259.html
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◆大規模公園の例

※社会的割引率は４％で道路事業と同一

• 大規模公園事業における費用便益分析は便益として直接利用価値と間接利用価値を算出する。

• 直接利用価値の計算には旅行費用法を用い、間接利用価値においては原則として効用関数法を用いる。ただし都市公園の中には、整備内容や立地特性等により
効用関数法の対象となる環境価値、防災価値が必ずしも発揮されているわけではないケースなどもあり、その場合には仮想的市場評価法（CVM）を用いる。

出典：国土交通省関東地方整備局「令和5年度第3回関東地方整備局事業評価監視委員会会議資料」000866753.pdf（www.ktr.mlit.go.jp）
国土交通省都市局公園緑地・景観課「改訂第４版 大規模公園費用対効果分析⼿法マニュアル」 001187812.pdf （ www.mlit.go.jp ）

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000866753.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001187812.pdf
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◆分析例②

• 事後評価の理由：社会情勢の急激な変化、技術⾰新等により再評価の実施の必要が生じた事業

国営昭和記念公園（関東整備局）

出典：国土交通省関東地方整備局「令和5年度第3回関東地方整備局事業評価監視委員会会議資料」000866753.pdf（www.ktr.mlit.go.jp）

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000866753.pdf
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◆国土交通省/費用便益分析（B／C）の手法

事業名 手法

河川・ダム事業 代替法、（CVM・TCM）

ダム事業 代替法

砂防事業等 代替法

海岸事業 代替法、CVM・TCM（環境保全・利用便益）

道路・街路事業 消費者余剰法

港湾整備事業 消費者余剰法

都市公園等事業 TCM、効用関数法

• 代替法
事業の効果の評価を、評価対象社会資本と同様な効果を有する他の市場財で、代替して供給した場合に必要とされる費用によって評価する方法。

• 消費者余剰法
事業実施によって影響を受ける消費行動に関する需要曲線を推定し、事業実施により生じる消費者余剰の変化分を求める方法。

• ＴＣＭ（トラベルコスト法）
対象とする非市場財(環境資源等)を訪れて、そのレクリエーション、アメニティを利用する人々が支出する交通費などの費用と、利用のために費やす時間
の機会費用を合わせた旅行費用を求めることによって、その施設によってもたらされる便益を評価する方法。

• ＣＶＭ（仮想的市場評価法）
アンケート等を用いて評価対象社会資本に対する支払意思額を住民等に尋ねることで、対象とする財などの価値を金額で評価する方法。

• 効用関数法
評価対象社会資本について、整備を行った場合と行わなかった場合の周辺世帯の持つ望ましさ（効用）の違いを貨幣価値に換算することで評価する方法。

• 道路・街路事業以外の事業において、費用便益分析に使われて
いる⼿法の例としては下記のものがある。

• 国土交通省の場合においては、事業ごとに費用便益分析の詳細
が決められており、各マニュアルを参照し、費用便益分析を実
施する。

出典：国土交通省「令和6年度予算に向けた個別事業評価について」001720991.pdf (mlit.go.jp)

https://www1.mlit.go.jp/report/press/content/001720991.pdf


22

3．調査内容

内閣府/VFM（Value for Money）
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◆活用可能と考えられる事項

効果検証手法

➢ 従来方式とPFI方式のコストと価値をライフサイクルで比較し、どちらがより価値が大きいかを判断する
ことができる。

➢ コストだけではなく、サービスの質や効率性など定性的な要素についても評価する。

➢ 設備投資分野などにおいて、投資した場合としない場合の差額、公共が投資した場合と民間が投資した
場合の差額など、比較をする際の参考となり得る。

評価の
実施タイミング

➢ 内部検討段階、導入可能性調査段階、特定事業選定段階、契約段階、事業評価段階と段階的に評価を実施
することで、確からしさを向上させることができる。

マニュアル・
ツール類の整理

➢ VFM簡易算定モデルマニュアルが示されており、内部検討段階において、VFM簡易算定ができる。

➢ VFM公表様式があり、検討の前提条件や算出方法における必要項目は一定示されている。

※海外事例では、価値の定義が日本より幅広に捉えられているとみられる。
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◆目的・対象・評価方法・活用状況

出典：
内閣府民間資金等活用事業推進室「PFI事業の概要」PFI事業の概要(www8.cao.go.jp)
民間資金等活用事業推進会議「PFI事業事業実施プロセスに関するガイドライン」 PFI事業事業実施プロセスに関するガイドライン(www8.cao.go.jp)
内閣府「VFMが果たすべき役割について」 VFMが果たすべき役割について(www8.cao.go.jp)
内閣府「VFM（Value For Money）に関するガイドライン」 VFM（Value For Money）に関するガイドライン(www8.cao.go.jp)
国土交通省「VFM簡易算定モデルマニュアル」 001182889.pdf (mlit.go.jp)

目的
➢ 効率性の向上、効果の最大化、透明性の確保、コスト削減など公共事業や民間プロジェクトの評価・選定における事業実施判断に

用いる。支払い（Money）に対して最も価値の高いサービス（Value）を供給するという考え方であり、従来の方式と比べてPFI
の方が総事業費をどれだけ削減できるかを示す割合のこと。

対象 ➢ 地方公共団体、民間企業、金融機関等

評価方法

➢ 下記のステップを通じて、従来方式とPFI方式のコストと価値を比較し、どちらがより高い価値を提供するかを判断する。

1. 前提条件の整理と設定：事業目的・範囲・期間・予算など、評価の基礎となる条件を明確にする。

2. PSC（Public Sector Comparator）の算定：公共部門が自ら事業を実施した場合のコストを算定する。

3. PFI事業のLCC（Life Cycle Cost）の算定：PFI方式で事業を実施した場合のコストを算定する。

4. リスクの定量化：事業に関連するリスクを定量化し、コストに反映させる。

5. 定性的評価：コストだけでなく、サービスの質や効率性など定性的な要素を評価する。

活用状況

下記の場面において、VFMの考え方が活用されている。

➢ 地方公共団体の政策決定：地方公共団体がPFI事業を実施する際の財政支出削減の指標として用いられている。

➢ 事業者選定：PFI事業の事業者選定時に、民間事業者の提案内容がVFMを達成しているかを確認する。

➢ PFI未実施団体の参考指標：PFI方式導入を検討している団体が先行事例を参考にし、PFI事業の実現可能性や期待される効果を評
価する。

➢ 段階別評価：PFI事業における、事業計画段階、特定事業選定段階、事業者選定段階など、各段階でVFM評価が実施される。

https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/aboutpfi/pdf/pfijigyou_gaiyou.pdf
https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/guideline/pdf/process_guideline.pdf
https://www8.cao.go.jp/pfi/iinkai/kaisai/risk_wg/2kai/pdf/shiryo_25wv54-1.pdf
https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/guideline/pdf/vfm_guideline.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001182889.pdf
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• VFMの算出式

• LCC（ライフサイクルコスト）の考え方

◆VFM・LCCの考え方

出典：
内閣府「PFI事業導入の⼿引き 基礎編」 基礎編(www8.cao.go.jp)
国土交通省「VFM簡易算定モデルマニュアル」 001182889.pdf (mlit.go.jp)

https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/tebiki/insatsu/pdf/kiso.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001182889.pdf
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◆VFM公表様式の記載例

出典：内閣府「VFMガイドライン改定（素案）VFM算出過程・算出方法の公表」(www8.cao.go.jp)

https://www8.cao.go.jp/pfi/iinkai/kaisai/vfm2_wg/1kai/pdf/shiryo_20wv32.pdf


27出典：内閣府「VFM（Value For Money）に関するガイドライン」 VFM（Value For Money）に関するガイドライン(www8.cao.go.jp)

https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/guideline/pdf/vfm_guideline.pdf
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◆事例：（仮称）久喜市ごみ処理施設整備運営事業

出典：久喜市「令和3年6月25日開催の第2回久喜市PFI等審査委員会（新ごみ処理施設整備事業）会議 特定事業の選定について（答申）」tokuteijigyou.pdf(www.city.kuki.lg.jp)

• 前提条件の下で、従来方式のLCCとDBO方式のLCCを算定して比較すると、
DBO方式で実施する場合は、従来方式で実施する場合に比べて約2.60％の
削減効果があることが分かった。

• このため、従来方式で実施する場合よりもDBO方式で実施する場合の方が、
VFMが見込まれる結果となった。

https://www.city.kuki.lg.jp/shisei/kyodo/sanka/fuzoku/fuzoku/shizen/shingomishoriseibi/shimon_toshin/toushin2.files/tokuteijigyou.pdf
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3．調査内容

文部科学省/社会的インパクト評価
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◆活用可能と考えられる事項

効果検証手法

➢ アウトプットではなく、それにより生じた経済的効果や公共政策への反映等の定量的・定性的な社会的イン
パクトを評価する。

➢ 評価の対象となる社会的インパクトに種類と範囲が例示されており、効果検証の範囲の参考となる。

➢ 定性情報や貨幣換算できない便益に対する評価や、N数の少ない事業の評価の際には、社会的インパクトを
自由に記述させるインパクト・ケーススタディーという書式を用いる点が参考となりうる。

評価結果の活用 ➢ 次期中期目標期間の予算配分に反映。

評価の視点

➢ 社会的インパクトの範囲、重要性 

➢ 主体のミッションと創出された社会的インパクトの関係性 

➢ インパクトを説明する判断根拠の明確性 （判断根拠は、指標やステークホルダーからの評価等を想定） 
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◆目的・対象・評価方法・活用状況

目的 ➢ 各大学が、社会的なインパクトを創出するために効果的な取組みを分析し、その戦略的な強化を実践すること

対象 ➢ 国立大学

評価方法
➢ 英国が2014年に開始したREF（Research Excellence Framework）等を参考に、各国立大学の実施している研究及び

教育により創出された社会的インパクトを評価し、運営費交付金の一部であるミッション実現戦略分予算の配分に用い
ることが検討されている。

※次頁以降では、検討の際に参考にされているREFの概要を整理する。



REF（ Research Excellence Framework ）とは
⚫ 英国で2014年より導入された、大学の研究活動向け運営費交付金を傾斜配分するための評価
⚫ インパクト評価が組み込まれている点に特徴

項目 説明

目的
• 公的投資に対する説明責任を果たし、投資に対する便益のエビデンスを提供すること
• ベンチマーク情報と評判基準を提供し、高等教育セクター内および公開情報として使用すること
• 研究の質を向上させるためのインセンティブを提供すること

評価対象 英国内のすべての高等教育機関

評価単位 34の評価単位（Units of Assessments: UOA）

評価ウエイト
（注）

研究アウトプット 60%、インパクト 25%、研究環境 15％

実施頻度 これまでに2014年、2021年に実施

評価方法
4つのメインパネルのガイドの下で行われる評価単位ごとの専門パネルによる評価
専門パネルは上級アカデミックスタッフ、国際メンバー、および研究ユーザーで構成

評価結果の公表
REFのウェブサイトにて結果のサマリーや個票を公表
https://results2021.ref.ac.uk/

評価結果の活用 公的資金約20億ポンド／年の配分に活用

出典： REF2021ウェブサイト、遠藤貴宏（2014）「英国大学の評価制度：REFを中心に」（RIEBニュースレターNo.145）、小林直人「英国の新たな大学研究評価 REF におけるインパクトの分析」、日本学術振興会ウェブサイト

注）評価ウエイトはREF2014とREF2021で異なるとみられる。

REF（Research Excellence Framework）の概要
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REFによる評価の構成
⚫ REFにおける評価は、研究のアウトプット、インパクト、研究環境の3つの側面から行われる

研究のアウトプット
60％

インパクト
25％

研究環境
15％

•研究成果の情報 • インパクトケーススタディー
•研究環境に関するデータ

✓ 博士授与数

✓ 研究収入等

•戦略、人材、収入、インフラ、外部とのコラボレー

ション、インパクトに関する戦略等に関する説明

＜評価根拠となる提出書類＞

⚫ この他に、スタッフに関する資料を提出
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REF2021のインパクト・ケーススタディーに関する分析

出典：RAND Europe「Data enhancement and analysis of the REF 2021 Impact Case Studies」 Data enhancement and analysis of the REF 2021 Impact Case Studies (jisc.ac.uk)

⚫ REF2021に提出された6,039件のインパクト・ケーススタディーについて、イギリス研究技術革新機構等より委託を受けたRAND 
Europe（政策調査を行う非営利組織）が分析を行っている。

⚫ これによれば、REFの審査対象となった研究は政府や産業界にグローバルな影響を与えている。またその多くで学際的研究や研究協力
が行われており、論文の被引用数が高い傾向にあった。また研究開始からインパクトの終了まで平均10年が経過している。

項目 分析結果

研究による影響

• 研究の成果が世界のほぼすべての国に対して影響を与えた
• 研究が実施された地域から他の地域・国へと影響が拡大
• 48,571のインパクト経路が存在（うち5,397はユニークなもの）
• イギリスに次いで米国、オーストラリア、ドイツ、カナダが多くのインパクト・ケーススタディーに関与

研究の受益者

• 59の受益者タイプがあり、上位５つは
✓ 政府
✓ コミュニティ
✓ 政策立案者
✓ 実務家
✓ 産業 これらの他、看護師や農業従事者等特定の受益者グループが存在

インパクト・ケースス
タディーの種類

• 79の「インパクトトピック」に分類
• がん診断・治療、大気汚染や大気質などの分野をカバーし、英国の研究の多様な社会的影響を示した

学際的研究

• インパクト・ケーススタディーの72%が2つ以上の研究分野のアウトプットに基づく
• 研究の特性よりインパクト・ケーススタディー間で学際性とコラボレーションのレベルが異なる
（例：環境保全、気候変動、食料政策などの社会的課題に関連するインパクトは学際性が高く、臨床医学などの専門分野は低い）

• 研究協力もインパクト創出に重要な役割（4つのパネルすべてで提出されたインパクト・ケーススタディーの50%以上が協力関係、特にパネル
A(医学、健康および生命科学)のケーススタディーで最高レベル）

被引用数
• 土台となった研究は、ほとんどのケースでその研究分野の世界平均引用数より多くの被引用数
（例：世界平均・・・1％ REFパネルA…9.7％）

インパクト発生期間 • プロジェクトに対する最初の資金提供からインパクト終了までの間は、平均10年

その他
• REF2014とREF2021の間には有意義な一貫性あり
• 34％が具体的な経済的効果額やROIに言及
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調査の目的、観点

経済産業省では、EBPM（エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。根拠に基づく政策立案 ）を推進しており、
「政策立案・効果検証のための成果指標の設定ガイド（初版）」の発行、効果検証シナリオ（事業概要、ロジックモデル、
分析モデル等）の公表等を通じて事業の効果を向上させることを目指している。他方でこれらの取組は、各々の経緯・文脈
の中で実施されてきたこともあり、予算編成プロセスにおいて、上記の効果検証シナリオをどのようなルールや手法に基づ
いて作成し、要求内容に反映させるか等について、統一的な「型」（ルール、手法、プロセス等）が定まっいないのが現状
であり、関係する当事者において様々なの課題が生じている。こうした状況を踏まえ、本調査では海外における予算要求～
査定のプロセス・観点や対象事業者数が少ない事業等の効果検証方法の調査を通じて、諸課題の解消を目指すものとする。

調査項目としては、

（ア）予算要求に至るプロセスや予算要求時に求める検討事項及び査定に当たっての観点

（イ）取るべき政策手段（法令、予算、税制等）の選定方法、

（ウ）補助対象事業者数が少ない事業や確実性が高くない事業（研究開発事業等）等の事 前・実施中・事後の効果検証方法、
検討タイミング及び（モニタリングのための）収集データ

（エ）事業途中の変更管理、「終期」プラン(Exit Plan)

（オ）EBPM 実施のた めの人材・組織運営体制

とする。
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調査対象

書面調査

ヒアリング調査

米英

◼ETF(Evaluation Task Force)：内閣府
政策評価タスクフォース

◼DBT(Department for Business and 
Trade)：ビジネス・通商省

◼DSIT（Department for Science, 
Innovation and Technology)：科学・
イノベーション・技術省

◼DOC(Department of Commerce)：
商務省

◼The Green Book

◼Guide to Developing Programme
Business Case 

◼Guide to Developing Project 
Business Case

◼The Magenta Book

◼Treasury Approval Process Guidance 
For Projects and Programmes 他

◼Learning Agenda

◼Annual Performance Plan and 
Report

◼Annual Evaluation Plan

◼CIRCULAR NO. A–11 PREPARATION, 
SUBMISSION, AND EXECUTION OF 
THE BUDGET 他

⚫ 調査は英国、米国の二か国を対象に、書面調査及びヒアリング調査を実施する。
⚫ ヒアリング調査の対象としたのは、英3機関、米1機関である。
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*強み・弱み・脅
威・機会の評価

英国のEBPM全体像

事業実施中予算要求～事業開始段階 事業完了後
政策

サイクル

ビジネスケース（予算要求に用いるレビューシート）を段階的に作成し、
候補施策を比較検討し施策選定

戦略概要
ビジネスケース

ガイ
ダンス

• CGE分析、産業連関分析も一部実施
• 研究開発分野ではロジックモデルのモニタリング重視

実施事項

概要ビジネス
ケース

完全ビジネス
ケース

評価計画（含ロジックモデル）

⚫ 英国では、EBPMに係るプロセスはグリーンブックとそれに準拠する一連のガイダンスにより規定
⚫ プログラムおよびプロジェクト毎にビジネスケース（予算要求時に使用するレビューシートに相当）を段階的に作成し、複数の施策案に対してSWOT分析や

VFM評価を実施して比較検討して絞り込み、施策を選定。事業実施中及び事業完了後はロジックモデルに基づく評価計画に従って評価を実施
⚫ 主に3年毎に実施される歳出レビューのタイミングで事業の見直しを実施

予算：3年毎の歳出レビュー中心

グリーンブック

マゼンタブックビジネスケース作成ガイド

英
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*2支払いに対する価値の評価。費用と便
益の金銭価値換算評価等

• プロセス評価（ロジックモデルの指標に対するモニタリング）
• 影響評価*3
• VFM評価 を組み合わせて実施

施策案

ロン
グリ
スト

SW
OT分
析*
等

ショ
ート
リス
ト

ショ
ート
リス
ト

VFM
評価
*2等

実施
施策

実施施策施策案

委託条項・
実施計画等
の策定

• VFM評価等に基づくフィードバック
ループ

• 事業者との覚書
に基づく変更・中止管理

• VFM評価等による実績評
価

• 予算要求へのフィード
バック

主にこのタイミングで事業
見直し

*３対象群との比較に基づく効果検証等

出典:P6～10の各出典先及びヒアリング内容を基にEY作成



評価の体系とガイダンス（グリーンブック）
⚫ グリーンブックは、英国財務省による政策、プログラム、プロジェクトの評価に関するガイダンス

⚫ 規制と予算の双方を対象

⚫ グリーンブックを中心に予算要求時のレビューシート作成に関するビジネスケース作成ガイダンス、事中・事後評価に関するマゼンタブックの他、一連の補足
ガイダンス群が体系的に整理され、評価のフレームワークを構成

グリーンブックによる評価の枠組み

事前評価

施策案作成と定性評価 VFM評価

理論的根拠の検討
事中評価と
事後評価

ス
テ
ッ
プ

• 介入の目標を特定 • 施策案ロングリストを
作成し、SWOT分析*
等でショートリスト作
成（4件程度）

• ショートリストの施策
案にVFM評価*2実施

• 実施中・事後にデータ収集
• 事業の設計、実施、結果を

体系的に評価

施策の選定

• 費用、便益、リスク、
金銭価値換算できない
便益の最適なバランス
の実施施策を選定

5ケースモデル（戦略、経済、商業、財務、管理）の観点

◼ グリーンブックにはこれらの他、環境等の分野別、リスク、ウェルビーイング、VFM等の分析手法やトピック別の補足ガイダンスが存在

グリーンブックとは

マゼンタブックビジネスケース作成ガイド
◼ 予算要求時のレビューシート ◼ 事中・事後評価

英
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政策
プロ
グラ
ム

プロ
ジェ
クト

規制 予算

評価に関するガイダンス

*2 支払いに対する価値の評価。費用と便益の金銭価値換算評価等*強み・弱み・脅威・機会の評価

出典:The Green Book グリーンブック(2022)-GOV.UK (www.gov.uk)

https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-government/the-green-book-2020#generating-options-and-long-list-appraisal


完全ビジネスケース概要ビジネスケース

施策を決定し、実施の概要を検討する
ビジネスケース
✓ ショートリスト施策案のVFM評価
により施策選定

✓ 執行機関の選定や委託条項、資金繰
り、実施計画の検討

ゲート：事業実施計画

実施の詳細を定めるビジネ
スケース
✓ 執行機関との委託条項、
実施・評価計画の最終化

ゲート：投資判断

予算要求時のビジネスケース

プログラムビジネスケース 複数のプロジェクトの集合であるプログラ
ムを対象としたビジネスケース*3

プログラム

プロジェクト

⚫ 予算要求時には、レビューシートに相当するビジネスケースを作成
⚫ レビューシートはプログラムおよびプロジェクト毎に作成。検討の段階に対応する3種類の様式が存在
⚫ SWOT分析による強み・弱みの検討比較検討やVFM評価に基づいて施策案を比較検討して実施施策を選定し、実施や評価の計画まで段階的に検討

◼ 3種類のビジネスケース
を段階的に作成

✓ 各ゲートで事業の範囲の変
更・中止等の判断実施

英
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例：5Gテストベッドお
よび実証試験プログラム

例：Liverpool 5Gプロジェクト
英国で最大の5Gミリ波メッシュ
ネットワークを作成し、新しい
健康アプリケーションをテスト
するための手頃な価格のプライ
ベートネットワークを提供

*強み・弱み・脅威・機会の評価

戦略概要
ビジネスケース

施策案

ロングリ
スト

SW
OT分
析*
等

ショート
リスト

最初に作成されるビジネスケース
✓ 施策の目的と根拠検討
✓ 施策案ロングリストを作成、

SWOT分析により、4件程度の
候補案ショートリスト選定

ゲート：事業の正当化

ショートリ
スト

実施施策

施策案 実施施策

VFM
評価
*2等

*2 支払いに対する価値の評価。費用と便益の金銭価値換算評価等

*3内容はプロジェクトビジネスケースと類似

出典: Guide to Developing Programme Business Case Guide to developing the Programme Business Case (publishing.service.gov.uk)

Guide to Developing Project Business Case Guide to developing the Project Business Case (publishing.service.gov.uk)

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6644948aae748c43d3793bb9/Programme_Business_Case_2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/66449468ae748c43d3793bb8/Project_Business_Case_2018.pdf


事中・事後評価に関するガイダンス（マゼンタブック）
⚫ 事業実施中および事業完了後の評価は、グリーンブックの補足ガイダンスであるマゼンタブックに従う
⚫ 予算要求段階で策定したロジックモデルを用いた評価計画を基に、プロセス評価、影響評価、定量評価を組み合わせて実施
⚫ 評価計画はビジネスケースに添付

評価プロセス

介入から何を学ぶことができ
るか

✓ 基礎データの収集（定性評
価/定量評価）

プロセス評価

介入によってどのような違いが生じたか

✓ 理論ベース分析手法（インパクトに対する貢献度の
分析等）

✓ 実験的分析手法（ランダム化された対象群との比較
に基づく効果検証）

✓ 準実験的分析手法（対象群との比較に基づく効果検
証）

影響評価

介入は資源の有効な利用か

✓ 社会的費用便益分析（便益と費用を
金銭価値換算し評価する手法）

✓ 社会的費用効果分析（効果に対する
支出の関係を分析し評価する手法）

VFM評価*

評価のタイプ

予算要求段階～事業開始段階 事業実施中 事後完了後

VFMの結果を事業の変更・中止管理や、事業
完了時の包括的な評価に利用

研究開発分野では、ロジックモデルのアウトカム等の
モニタリングを重視

実務上の
取り扱い

⚫ ロジックモデル作成
⚫ 評価計画策定
✓ 主要な問い（評価により明らかにしたいポイン
ト）とチェックポイントを設定し分析手法選定

評価計画に従い、ロジックモデルのアウトカム等に対する評価を
下の3タイプを組み合わせて実施

予算要求時のビジネスケース
（レビューシート）に添付

英
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* 支払いに対する価値の評価。費用と便益の金銭価値換算評価等

出典:The Magenta Book HMT_Magenta_Book.pdf (publishing.service.gov.uk)

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5e96cab9d3bf7f412b2264b1/HMT_Magenta_Book.pdf


※人数は2024年11月5日現在

英国のEBPM体制

Evaluation Task Force

内閣府
WWN

（What Works 
Network)

歳出チーム

中央分析機能
戦略チーム

分析チーム

承認・保証担当

分析チーム

承認・保証担当

Infrastructure and 
Projects Authority

• プロジェクトに関する専門機関（内閣府
と財務省の共管）

• 主要なプロジェクトに対し承認、評価等

• レビューシートの査定
• プロジェクトの中止判断介入

16名

・・・

・・・

モニタリングチーム

• UKRI*等の省外部機関
• 事業の実施、モニタリング実施

財務チーム

各政策分野

政府横断評価グループ、その他の政府内
専門家、シニアリーダー

省分析部門長

• 13の政府外ネットワーク
• エビデンスセンターとして機能

各プロジェクト

• DSIT内に約200名の専門家 
• 中央分析機能とその他がハブ
アンドスポーク形成

レビューシート査定
に関する助言

連携
評価の設計・提供支援

連携

予算査定

プロジェクト助言
・承認・評価

委託

ETF①

財務省

IPA②外部機関

各省

会計責任者

省の基準設定等

政策策定、VFM検討等

リスク管理、助言とガイダンス提供

連携

⚫ 英国では、各省内に経済、社会調査、統計等の専門知識を有する人材が多数存在し、ネットワークを形成
⚫ 評価推進機関①、プロジェクトの専門機関②など、省外の様々な機関とも連携してEBPMを推進

• 行政評価の推進機関（財務省と共管）
• 予算査定時に証拠や評価計画に関する助言
• 影響評価の設計と提供支援

英
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* UK Research and Innovation
出典：小林・内山他（2024）「英国におけるEBPMの深化ー政策評価タスクフォースを中心としてー」RIETI - 英国におけるEBPMの深化－政策評価タスクフォースを中心として－

Treasury Approval Process Guidance For Projects and Programmes プロジェクトおよびプログラムの財務承認プロセス - GOV.UK (www.gov.uk) 及びヒアリング内容を基にEY作成

https://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/24070005.html
https://www.gov.uk/government/publications/treasury-approvals-process-for-programmes-and-projects


英国のEBPM組織フロー

出典：Treasury Approvals Process For projects and programmes プロジェクトおよびプログラムの財務承認プロセス - GOV.UK (www.gov.uk) 及びヒアリング結果を基にEY作成

省

財務省

ETF

IPA

レビュー
シート

レビュー
シート作成

承認

助言・
承認

事業実施中予算要求～事業開始段階 事業完了後

助言、評価
（四半期報告、年次評価、ステージゲート評価）

評価支援

プロジェクト中止の介入

事業実施/モニタリング等評価

外部機関

委託

中央分析
機能

各政策
担当

会計
責任者

受託

外部委託時

事業実施/モニタリング等評価

情報共有
随時 モニタリング/

ガバナンス

評価

評価

原則としてプログラム/3段階の各プロジェクトレビューシートで実施*

評価書面作成

大臣

⚫ 英国のEBPMはプログラム・プロジェクトのサイクルを中心に実施
⚫ 予算要求段階では、3種のレビューシートに対する入念な承認プロセスを実施
⚫ 事業の性質により定められた評価の枠組みに沿って評価実施（例：主要プロジェクトではプロジェクトに関する専門機関が関与） 

*審査プロセスは事前に
財務省と合意

評価計画
作成支援

承認

評価計画
作成支援

レビュー・
財務省への

助言

優先政府主要プロ
ジェクトポートフォ
リオに含まれる場合

随時

政府主要プロ
ジェクトポート
フォリオに含ま
れる場合

• 一定の場合省略可
（ただし主要プロジェクト
では戦略概要ビジネスケー
ス段階での承認必須）

概要ビジネス
ケースの場合

主要プロ
ジェクト等

英
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https://www.gov.uk/government/publications/treasury-approvals-process-for-programmes-and-projects


米国のEBPM全体像

事業実施中予算要求～事業開始段階 事業完了後

法

実施
事項

年次評価計画

年次業績報告

中期エビデン
ス構築計画

G
P
R
A
M
A
法

戦略計画

⚫ 米国のEBPMは、業績マネジメントに関するGPRAMA法、および評価に関するエビデンス法に基づく。業績マネジメントは主に業績オフィスが、評価は主に評
価オフィスが関与

⚫ 4年毎に、戦略目標を定める戦略計画とラーニングアジェンダ（エビデンス構築計画）を策定。これに基づいて、年次の予算要求時に戦略目標の業績と評価の計
画を策定、評価を実施し、戦略目標の目標達成状況を報告

⚫ 政策意思決定は年次の予算請求時の戦略目標の進捗検討に基づく。またOMBが強い権限を持ち、各省の意思決定に対し優先順位付けを実施し、予算に反映
⚫ 個別のプログラム評価も実施、ロジックモデルを中心に、事業実施中および事業完了後の評価を行う

サーキュラーNo.A-11

予算：単年度

米
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商務省の例を中心に記載

年次4年

ラーニング
アジェンダ

予算と評価のガイダンス

*大統領行政予算管理局  *2 エネルギー効率・再生可能エネルギー部

戦略目標の目標達成
状況を報告

エ
ビ
デ
ン
ス
法

定量的な事前評価よりロ
ジックモデルを重視

• 戦略目標の進捗検討に基づき政策意思決定
• OMB*が優先順位付け、予算に反映

プログラム評価

• 省により評価方針が異なる

• 多様なデータを活用

• プログラム単位で予算要求

• 評価計画を検討

データの追跡による長期
的評価

年次業績計画

• 局～省の予算策定プロセス間に、評価計画策定
• 予算要求のための証拠資料提出

戦略目標を評価

段階的補助による変更・中止
管理

評価結果や業績指標、
収支予測等

戦略目標策定 ロジックモデルの指標のモ
ニタリングに加え、

商務省:対象群との比較評価
エネルギー省 EERE*2:VFM等
定量評価、ステージゲート
評価、サプライチェーン影
響評価等

業績
マネ
ジメ
ント

評価

業
績
オ
フ
ィ
ス

評
価
オ
フ
ィ
ス

主な
担当

戦略目標目標値 戦略目標実績値

出典：P12～P15の各出典、Types of Evaluations | Department of Energy 及びヒアリング内容を基にEY作成

https://www.energy.gov/eere/analysis/types-evaluations


年次業績報告

年次評価計画

キャパシティ評価

年次業績計画
業績
マネジ
メント

評価

4年 年次

年度の評価計画策
定

業績指標の達成状
況評価

業績指標の目標
値設定

⚫ 米国では業績マネジメントと評価それぞれに根拠法が存在
⚫ 業績マネジメントと評価のそれぞれに対する４年毎の中期計画と年次計画に基づいて実施
⚫ 評価の中期計画は、ラーニングアジェンダと呼ばれる。これは評価により明らかにしたい事項と目標を定めるエビデンス構築計画である

米国のEMPMの体系と関連文書

GPRA
MA法

エビデ
ンス法

関連法規

（注）政権交代により変更の可能性あり

評価
方針

方針

省庁間優先目標

四半期

省庁間/
省優先目
標評価

戦略計画
戦略目標 戦略目標

戦略目標

省優先目標

大統領の長期優先施策

省庁が達成したい長期目標・アウト
カム・インパクト

戦略目標の業績指標

省が2年間で達成したい目標

戦略目標

省優先目標

戦略ゴール

業績指標

業績指標業績指標

評価項目

米
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年次で更新しエビデンス不
足を解消

ラーニングアジェンダ

✓ 4年毎に実施予定の優先的な
問い（評価により明らかにし
たい事項）と活動

✓ 短期・長期の目標
を策定するエビデンス構築計画

戦略目標 評価の問い

出典：小林・内山他（2024）「英国におけるEBPMの深化ー政策評価タスクフォースを中心としてー」RIETI - 英国におけるEBPMの深化－政策評価タスクフォースを中心として－
Phase 1 Implementation of the Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2018: Leaming Agendas, Personnel, and Planning Guidance
MEMORANDUM FOR HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND AGENCIES M-19-23

https://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/24070005.html
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2019/07/M-19-23.pdf


米国のイノベーション
と国際競争力の推進

主要な新興産業の開発、
商業化と利益収穫

製造業の再生と国内サ
プライチェーン強靭化

・・・

・・・

市場開発協力者
プログラム

NIST評価基
準S1の国際
標準化

評価の問い

人工知能(AI)、量子科学、先端製造業、工学生物学、
先端通信の分野において、計測科学の研究と標準の
開発が米国産業に与える影響を強化するためには、
どのような種類のパートナーシップやサービス提供
の強化が必要か。

評価項目

U.S. Artificial Intelligence Safety Institute
の評価

個別のプログラム評価計画

四半期評価

CIPSインセンティブ
プログラム

業績オフィス評価オフィス

⚫ 業績オフィスでは戦略計画で策定する戦略目標の業績指標の目標達成状況を報告
⚫ 評価オフィスではラーニングアジェンダ（中期的エビデンス構築計画）と年次評価計画を策定し、年次で業績指標の評価を実施
⚫ この他、省優先目標や、個別のプログラムの評価も実施

業績マネジメントと評価の構造

戦略計画

ラーニングアジェンダ（※）

年次業績計画/報告

省優先目標

戦略ゴール

戦略目標 戦略目標

業績指標 業績指標 業績指標
・・・

5件

3～8件

3～７件

年次評価計画

各戦略目標
に１～3件

業績指標の
目標値設定/
実績報告

プログラム プログラム プログラム

省優先目標

DOCの例

評価の問い

評価項目

4～5件

米
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※ラーニングアジェンダの様式は省により異なる。
（例：DOEでは個別プログラムとの関連性に重点）

出典： Fiscal Year 2025 Evaluation Plan commerce.gov/sites/default/files/2024-03/FY25-Evaluation-Plan.pdf
Annual Performance Plan and Report Department of Commerce - Annual Performance Plan and Report - FY 2023-2025
U.S. Department of Commerce Strategic Plan | 2022 – 2026 Department of Commerce Strategic Plan 2022 - 2026 | U.S. Department of Commerce

https://www.commerce.gov/sites/default/files/2024-03/FY25-Evaluation-Plan.pdf
https://www.commerce.gov/sites/default/files/2024-03/FY2023-2025-APPR.pdf
https://www.commerce.gov/files/department-commerce-strategic-plan-2022-2026


• 予算査定
• 政策と予算に
対するフィード
バック/優先
順位付け

※人数は2024年12月5日現在

米国のEBPM体制

（Office of Management and 
Budget:

大統領府行政管理予算局）

経済担当次官

業績オフィス
• 評価担当者、最高データ責
任者、統計担当者のための
ガイダンス提供

• DOC（商務省）のケースを例示
• 労働省では評価主任オフィス設
置、法律通過前から評価実施

各省

連携

戦略計画、目標の策定
とモニタリング等

評価オフィス①

最高データ責任者

• 評価計画策定、事中・事後評価実施
• 商務省評価オフィス全体予算は2023年度

223万7000ドル

エビデンスチーム
最高評価責任者

2024年7月現在4名

経済分析局

国政調査局

統計担当評価担当 データ担当

3名

予算要求時の
証拠提出

同一の次官の下に配置され、緊密に協力

予算要求

DOCの次官は6名

CBO（立法府議会予算局）

予算提出 予算修正・提案

• 予算の策定と執行
• 各機関の業績、調達、財
務管理等

評価手法
レビュー

業績改善責任者

⚫ 各省庁では原課とは独立した評価オフィス①が評価を実施、この際外部リソースを積極的に活用。また予算要求時の証拠資料も提供
⚫ OMB（大統領府行政管理予算局②）が予算査定や政策や予算に関する優先付け、エビデンスチームによるガイダンスの提供など、強い権限
⚫ プログラムに外部リソース利用資金が組み込まれており、評価の際に外部リソースを積極的に活用

大学、研究機関等

外部機関
委託

• プロジェクト予算
に評価予算組込

OMB②

米

14出典：小林・内山他（2024）「英国におけるEBPMの深化ー政策評価タスクフォースを中心としてー」RIETI - 英国におけるEBPMの深化－政策評価タスクフォースを中心として－
 CIRCULAR NO. A–11 PREPARATION, SUBMISSION, AND EXECUTION OF THE BUDGET  a11.pdf 及びヒアリング内容を基にEY作成

https://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/24070005.html
https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/06/a11.pdf


米国のEBPM組織フロー

省

O
M
B

局長承認

局

担当課/
会計担当等

担当課
等

予算イニシア
チブ※に基づ
く局予算作成

予算提示

担当者

エビデン
スチーム

予算が戻
される

※公表は2月
予算
提出

予算査定

予算システ
ム投入

※局協議による優先
順位策定プロセス

事業実施

評価のガイダンス提供

証拠検討

年次業績
計画※

政策と予算に対するフィード
バック/優先順位付け

春 9月 11月以降

数回往復

評価手法
レビュー

評価手法
精緻化等

年次評価
計画※

評価チーム

データ・
統計チーム

各プログ
ラム評価
計画検討

年次評価
計画策定 予算

証拠
資料
提出

モニタリング・評価

データ収集等

年次業績報告

議会送付は2月

評価

局長

戦略目標進捗検討

戦略/予算/規
制等変更判断

幹部

春～夏

業績改善
責任者等

発見概要
取り纏め

⚫ 米国のEBPMサイクルは年次を中心に実施。春から夏にかけて省による戦略目標進捗検討に基づいて政策に関する意思決定を行い、OMB（大統領府行政管理予
算局）が優先順位付け等を実施し予算に反映（戦略レビュー）

⚫ 予算策定プロセスの間に評価オフィスが個別プログラム評価計画と年次評価計画を策定しており、評価と予算が密接に関連

事業実施中予算要求～事業開始段階
業績マネジメント

予算

評価

に主に関連するプロセス

点線内およびOMBによる業績マネジメントプロセスは、戦略レ
ビューと呼ばれる

米

15出典： CIRCULAR NO. A–11 PREPARATION, SUBMISSION, AND EXECUTION OF THE BUDGET a11.pdf 及びヒアリング内容を基にEY作成

https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/06/a11.pdf
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